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決 算 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

 令和３年９月９日 

  午前10時00分 開議 

  午後５時30分 閉会 

 

１．出席委員 
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   委  員  近 藤 ひろひで     委  員  青 木  亮 

   委  員  郷右近  修      委  員  清 水 義 昭 

   委  員  鵜 飼 貞 雄     委  員  近 藤 郁 子 

   委  員  月 岡 修 一     委  員  近 藤 千 鶴 

   委  員  ふじえ 真理子 

   議  長  一 色 美智子 

２．欠席委員 

   なし 

３．職務のため出席した議会事務局職員の職、氏名 

 
   議 会 事 務 局 長         鈴 木 美智雄   議 事 課 長  塚 谷 友 昭 
 
   庶 務 担 当 係 長         山 田 恵 子   議 事 担 当 係 長         寺 島 慎 二 
 
   議 事 課 主 査         荻   正 幸 
 

４．説明のため出席した者の職、氏名 

 
   市     長  小 浮 正 典 副  市  長  土 屋 正 典 
 
   教  育  長  伏 屋 一 幸 行 政 経 営 部 長         小 串 真 美 
 
   市 民 生 活 部 長         馬 場 秀 樹 健 康 福 祉 部 長         伊 藤 正 弘 
 
   経 済 建 設 部 長         宇佐見 恭 裕 教 育 部 長  藤 井 和 久 
 
   秘 書 広 報 課 長         馬 場 千 春 財 政 課 長  萩 野 昭 久 
 
   総 務 課 長  山 田 隆 貴 防災防犯対策課長  堅 田 直 寛 
 
   債 権 管 理 課 長         加 藤 健 治 健 康 長 寿 課 長         浅 井 俊 一 
 
   保 険 医 療 課 長         伊 藤 克 代 土 木 課 長  星 子 恭 士 
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   都 市 計 画 課 長         中 野 忠 之 市街地整備課長  川 島 康 孝 
 
   下 水 道 課 長  近 藤  潔 環 境 課 長  塚 田  力 
 
   会 計 管 理 者         平 下 義 之 学 校 教 育 課 長         髙 木 安 司 
   兼 出 納 室 長        
 
   学 校 支 援 室 長         小 崎  真 生 涯 学 習 課 長         深 草 広 治 
 
   図 書 館 長  水 野 美 樹 監査委員事務局長  相 羽 敏 明 
 
   下水道課長補佐  長 野 直 之 監 査 委 員  古 橋 洋 一 
 
   監 査 委 員  宮 本 英 彦 
 

５．傍聴議員 

   近 藤 善 人 

６．傍聴者 

   なし 
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午前１０時開議 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） おはようございます。ただいまから本日の決算特別

委員会を開会いたします。 

 本日の傍聴につきましては、申合せに従い15名以内とし、委員長において一般傍聴者の

入室を許可いたします。 

 それでは、会議に入ります。 

 認定議案第１号から認定議案第10号までを一括議題といたします。 

 会議の進め方については、昨日と同様に、一般会計は款別に所管の部長等により説明を

受けた後に質疑を行い、特別会計、企業会計については各会計別に進めます。 

 なお、一般会計の各款別の質疑終了後に総括質疑を行います。討論については特別会計、

企業会計の質疑終了後に一括して行い、採決は認定議案番号順に行いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、昨日の続き、８款 土木費から始めます。 

 理事者より説明願います。 

 宇佐見部長。 

○経済建設部長（宇佐見恭裕君） それでは、８款 土木費の決算概要を実績報告書に基

づきまして御説明をいたします。 

 実績報告書の75ページをお願いいたします。 

 １項１目 土木総務費です。前年度比約500万円の増額です。主な理由は人事異動に伴う

ものでございます。 

 ２目 維持管理総務費です。前年度比ほぼ同額でございます。主な事業は道路台帳の補

正業務を実施いたしました。 

 次に、76ページをお願いいたします。 

 ２項１目 道路維持費です。前年度比約3,200万円の減額です。主な理由は、橋梁修繕工

事が完了したためです。主な事業は、調査測量委託業務等で橋梁定期点検業務委託及び道

路等維持修繕工事費で道路施設の修繕工事を実施いたしました。また、道路管理事業で市

道用地として２筆の用地を取得いたしました。 

 ２目 道路新設改良費です。前年度比ほぼ同額です。主な事業は、区長要望工事を中心

に合計17件の道路施設改修工事等を実施いたしました。 

 ３目 交通安全施設費です。前年度比約2,100万円の増額です。主な理由は園児等移動経

路整備工事の実施によるものです。主な事業は、園児等移動経路整備工事を５件、交通安

全施設の整備等工事と修繕工事を合計57件実施いたしました。 
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 ３項１目 河川新設改良費です。前年度比約2,000万円の減額です。主な理由は河川改修

工事費の減少によるものです。主な事業は、河川改修工事費として雨水管きょ設置工事及

び阿野町地内の排水路改修工事を実施いたしました。 

 ２目 河川維持費です。前年度比ほぼ同額でございます。主な事業としましては、河川

維持作業と河川維持修繕工事を合計29件実施いたしました。 

 次に、78ページをお願いいたします。 

 ４項１目 都市計画総務費です。前年度比約1,212万円の減額です。主な理由は都市計画

人件費の減額によるものです。主な事業は、建築開発等の受付、調査、屋外広告物審査事

務、木造住宅耐震診断補助、木造住宅耐震改修補助、空き家等対策推進補助で、耐震診断

は25件、耐震改修費補助は３件、空き家解体費補助は３件でございました。 

 次に、79ページをお願いいたします。 

 ２目 市街地開発費です。前年度比約5,800万円の減額です。主な理由は、柿ノ木工業団

地で地区計画を一部修正したことや間米南部土地区画整理事業で関係機関協議に時間がか

かったことに伴い、当初予定していた事業を今年度に行うこととしたものでございます。

主な事業は、間米南部土地区画整理組合発起人会に対し、発起人会の開催、まちづくりニ

ュースの発行、地権者説明会の開催などの支援を行いました。 

 次に、80ページをお願いいたします。 

 ３目 街路事業費です。前年度比約1,371万円の減額です。主な理由は、桜ヶ丘沓掛線改

良事業656万7,000円と大根若王子線改良事業551万1,000円を繰越ししたことによるもので

す。主な事業は桜ヶ丘沓掛線の事業損失補償を行いました。 

 ４目 公園事業費です。前年度比約325万円の減額です。主な理由は、令和元年度に行っ

た大脇内山緑地の緑地整備事業が完了したためでございます。主な事業として、二村山緑

地整備、公園施設改修、公園施設維持管理でございます。風雨により浸食された三崎水辺

公園の沿路ののり面を整備いたしました。 

 次に、81ページをお願いいたします。 

 ５目 都市下水路費でございます。前年度比2,021万7,587円の減額です。これは下水道

事業会計への繰出事業で、詳細については下水道事業会計にて御説明をいたします。 

 ６目 都市改造費です。前年度比740万9,000円の減額です。これは有料駐車場事業特別

会計繰出事業で、詳細については有料駐車場事業特別会計で御説明をさせていただきます。 

 ７目 緑化事業費です。前年度比約56万円の減額です。主な理由は、グリーンフェスタ

の開催を緑化木配布のみにしたためでございます。主な事業は緑化対策事業で、フラワー

ボランティアの皆様に市内の公園、駅前広場などに花苗の植栽と管理をしていただきまし
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た。 

 以上で８款の説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 ８款 土木費の質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 実績報告書の77ページの上の３目 交通安全施設費の交通安全施設整

備事業１、園児等移動経路整備工事５件についてなんですけれども、これの内容とこの工

事が全て終わったのか、園児等の経路がまだ持ち越し分があるのか、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 園児等移動経路整備工事につきましては、令和元年度に行っ

た合同点検により抽出された対象箇所の安全対策を行いました。対策内容としましては、

グリーンベルトの設置、防護柵の設置、側溝蓋設置工事によるものです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（すみません、残りについては、予定については全て終わりました。以上ですの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 同じ園児等移動経路整備工事ですけども、資料をありがとうございまし

た。資料の６－２のところで、資料ナンバー６－２の中で園児等移動経路整備工事の５件

に当てはまるのがどれなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 資料６－２の上から３段目の８款２項３目 交通安全施設費

６件の中の２を除くものが対象でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 ということは、下から３段目とか、そこら辺は入らないということです

かね。下から４行目。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） ６件のうち２を除く５件が対象工事です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 この表の一番下、８款４項４目の公園事業費の中に園路改修というよう

な項目があるんですけども、これは含まないということでいいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） こちらの園路改修は公園の中の園路になりますので。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 先日、学校関係の通学路の点検で学校のほうが要するに真面目に調査

をしてなかったというような趣旨の指摘がありましたけれども、今回のこの点検をしたと

きというのはどういうメンバーで点検をされたか、教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 今回の園児等移動経路整備工事の点検については、豊明市土

木課と市内の保育園、私も含めた保育園との現地調査を行いました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 ということは、保護者の代表などは入ってなかったということかとい

うことと、それから、追加でもう一つ、園の周辺だけなのか、子どもが通る道というのは

ほかにもいっぱいあるわけですので、そういったところも点検されたかどうか、お願いし

ます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 点検は保護者は含まれておりません。あと、点検の箇所につ

いては、ふだん保育園等でお散歩する経路のみを点検いたしました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の76ページ上段で道路維持費の道路維持事業、これで橋

梁点検業務委託とありますけど、１件、これは何橋の点検を行ったんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） こちらは３橋の点検を行いました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 その同じところで、全部で幾つあるのか、また、ここの部分で異常が

あったのか、なかったのか、そこら辺もお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 橋梁点検の橋梁の数ですか。 

（はいの声あり） 

○土木課長（星子恭士君） 橋梁の数は96橋です。今回の検査においては異常箇所はござ

いませんでした。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 同じページの真ん中の官民境界の確定測量40件、平均が30万ぐらい、

これは……。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） もう一回、一からお願いします。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 同じページの官民境界の確定測量ですが、これは業者さんはセレク

トというか、入札等はどういうふうに行われてるのか、入札状況を教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） こちらの契約対象としては、愛知県の公嘱さんと単価契約を

行っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 素人にも分かるように教えてほしいんだけど、どういう業者さんが

入札をして、具体的にここには何社関わってるとか、そういうことを教えてほしい。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） こちらは愛知県の豊明支部に含まれる土地家屋調査士さんの
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関係の組合と単価契約を行いまして事務を行っております。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 そうしたら、その組合には何社が加入してて、実際に何社の業者が

関わってこれだけを消化されたかということをお聞きしたい。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 後ほどお答えいたします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 後ほどよろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 ごめんなさい、先ほどの橋梁点検のところで、去年は多分、社会資本

整備総合交付金というのが交付されて65橋の定期点検を行ってて、今年３橋分なんですけ

ど、これは毎年変わるのか、どういうふうな仕組みになっているのか、そこら辺、お願い

します。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 橋梁点検の対象が96橋ありまして、それを５年ごとに定期点

検を行うことになっております。ローテーションを組みまして、今年は何橋、何橋という

ふうな計画をつくりまして橋梁点検を行っているものです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 先ほどの質問、後で聞きますので、結構です。ちょっとそれが言っ

てみたかったのもあるんですけど、80ページの上部の街路事業費、桜ヶ丘沓掛線の事業損

失補塡、いわゆるあそこのボックスカルバートをやったところの被害、これを見ると７件

で約150万ということなので、恐らく１件で割ると20万ちょっとと。だから、軽微な補償事

業が多かったというような解釈でよろしいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 軽微なものが多くて、一番高いもので58万円ほどでした、

約。 

 以上です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤郁子委員。 

○近藤郁子委員 確認をさせてください。77ページの園児等移動経路整備工事についてな

んですけれども、これは保育園に通う子どもたちの送り迎えは保護者がされるので別とし

て、これは園の中で、例えばお散歩だとか、そういったところで使う移動経路ということ

だったので、市の土木課と市内の保育園の先生方とで点検されたということでよかったで

しょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） はい、そのとおりです。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の138ページの真ん中あたり、２目 河川維持費、河川の

しゅんせつ工事、井堰川の工事です。決算額が533万8,300円ということで、50万ほど増額

しております。変更の理由をちょっと下で調べましたら、設計したときから工事着手まで

の日数が経過して土砂の堆積量が増加したために数量を変更したとあります。これ、どの

ぐらい日数が経過して、その土砂堆積量が何立米から何立米に増えたんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） こちらは測量から３か月ほど経過しておりました。土工の増

量に関しましては後ほどお答えいたします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 実績報告書の76ページの１目の一番下の道路用地購入費ですけども、２

筆購入したということですけども、２筆のそれぞれの面積を教えてください。それと、こ

れで用地の取得は完了したのかどうかも併せてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 面積に関しましては、買収単価が推測されるのでお答えは控

えさせていただきます。あと、割合につきましては、これで市道分についてはほぼ50％ほ

どの買収済みとなっております。 
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 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の121ページの下のところの業務委託ですけども、２つ

あるんですけど、１つが２目の道路新設改良費の擁壁の予備設計業務、これがどこのどう

いったもので何のための予備設計なのかということと、その下の河川費の河川新設改良費

の物件調査業務委託、これもどこのもので何のための調査なのかということをお願いしま

す。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） まず、道路新設改良費の擁壁予備設計に関しましては、阿野

町滑の既設の道路擁壁、ブロック擁壁がありまして、既存不適格であるため、それを改良

するための設計委託を行いました。 

 続きまして、河川新設改良工事、物件調査業務委託に関しましては、雨水管渠を設置す

るために掘削ラインに建物が入るために事前の物件調査を行いました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 実績報告書の78ページのちょうど真ん中ですけれども、屋外広告物等の

審査事務ということで、これは県と一緒に現地で違反広告物等の検査をやられると思うん

ですけども、実際に違反広告物はありましたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 違反広告物の把握はしておりません。調査というのは県

とは一緒にしていないもので。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） いいですか。 

 もう一回、中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） こちらのほうは申請の検査ということで、申請物件があ

りましたら、この件数、審査を行ったという報告になります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） もう一度、中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 強化週間というのがございまして、そのときに市の職員
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だけでパトロールを行っております。そのときにあったのは違反広告物が１件発見してお

ります。その場で除去しております、その違反広告物については。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 関連ですか。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 広告物の禁止区域というのは豊明市はあります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） ございます。 

 以上です。 

（どこでしょうかの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 青木委員、マイクに向かってしゃべってください。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 場所はどこでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 後ほどお答えします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 後ほどお願いします。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 関連で、今の審査ですけれども、これはどういうことを審査するのか、

説明をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 審査はその場所にどのぐらいのどういった広告物を掲げ

ていいかという申請が出てきますので、その場所によってそれのいい悪いを審査しまして、

あとは手数料のほうを頂いております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 ちょっとよく分からなかったんですけど、場所を審査するのか、それ

とも大きさに何か決まりがあって、そのサイズに収まっているのかどうかを審査するのか、

その辺のところをもうちょっと詳しく。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 場所によって設置できる大きさ等が決まっておりますの

で、そちらのほうを審査いたします。 

 それと、あと、先ほどの禁止区域の件なんですが、国道ですとか、名鉄ですとか、高速

道路沿いが禁止区域となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 先ほどのふじえ委員のお答えをいたします。増えた分は30立

米でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今の御答弁で増えた量が30立米だよと。測量から着手まで３か月と

いうことですが、その延びた理由というのは把握されてますでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 設計から入札の事務、工事の段取りをするのは通常３か月ほ

どかかります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書、ページは185ページです。この２年度で山林とか公園管理の業

者が優先交渉者が決まっていくような過程だったと思うので、公園の維持管理の部分です

けれども、公園、何年も、いっぱい箇所があるので、トイレが壊されたり、故障したりと

いったこともあったかと思うんですが、２年度でそういった使えなくなったところの件数、

それから、復旧するまでどれぐらい期間がかかっているかは分かりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） トイレのほうが詰まったり、壊されたりして、その都度

修繕を行っておるんですが、壊された件数と使えなくなった期間というのは資料を作って

おりませんので、ちょっとお答えできないんですけど。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 
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○林 ゆきひろ委員 同じ公園の整備のところで、実績報告書の122ページにこの委託の

中に公園管理委託その１から６と７、８とあるんですけども、それぞれの委託の内容とい

うのはどのようなものなんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 公園管理委託のその１からその６というものは、市内の

公園を６つの区域に分けまして、そちらのほうの草刈りですとか、あと、剪定業務を発注

しております。公園管理委託その７というのは、この下の公園管理委託その８というのが

ございまして、こちらのほうがシルバー人材センターのほうに委託しているんですが、ト

イレの清掃ですとか、ごみの分別収集、そういったものを委託しておりまして、そのごみ

の分別収集をしたごみを公園管理委託その７で回収処分をしております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 75ページをお願いします。下から２つ目のアスタリスクの道路台帳管

理事業についてですけれども、道路台帳の補正業務を実施したということで880万、かなり

大きな金額がかかっています。この道路台帳の補正をした件数、それから、延長、それか

ら、面積、たしか延長と面積が交付税の算定のときに関わってきて、市の歳入と関わるこ

とですので教えていただきたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 件数につきましては102路線、延長は4.3キロ、面積につきま

しては後ほどお答えいたします。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 後ほどですか。 

 ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 実績報告書の78ページの一番下の耐震改修促進計画策定事業なんです

けれども、この計画を策定することによって今までと何か変わる点があるのか、また、具

体的な目標値だったり、支援策だったりという内容についてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 
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○都市計画課長（中野忠之君） こちらの耐震改修促進計画につきましては、平成26年に

第２次耐震改修促進計画というのを策定しまして、そちらのほうが令和２年で計画期間が

切れますので、第３次ということで策定をしております。目標としましては、住宅の耐震

化率を現在の86.6％から令和７年に95％というのを目標としております。こちらのほうの

計画を定めることによりまして、耐震改修ですとか、そちらのほうの補助金のほうを国や

県から頂けることとなっておりますので定めております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今の78ページの計画と79ページの木造住宅の耐震補助なんですけど、昭

和56年５月以前というと、もう三十六、七年たつんですけど、最低でも。なかなか進まな

いというのは、耐震シェルターとか耐震ベッドというのが最近予算が上がってないんです

けど、ここ数年来。どうなっているかちょっと教えていただきたいんですが。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） こちらのほうは申請が利用者からないもので、実績報告

書のほうには上げておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 今の耐震改修のところですけれども、ここで計画期間が第２次が終わ

って第３次をつくったということは、第２次までの評価をしておられると思いますけれど

も、全体が何件でそのうち何件がこの耐震改修ができたのかということと、それから、目

標をさらに引き上げるということですけれども、多分実績があまり上がってないと思いま

すので、それを支援する、先ほどの国の支援だけではなくて、市の支援は何かこの中で検

討されましたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 26年のときに策定しました第２次耐震改修促進計画のほ

うでは、その当時、策定した当時の耐震化率が77％でした。そちらのほうを令和２年まで

に95％という目標を掲げておりましたが、実際のところは先ほど言いました86.6％という

ことになっております。市のほうで独自の補助というものは設けてはいませんが、ローラ
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ー作戦等で啓発活動を行っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 聞き違いだといけないので、耐震化率がなかなか進まないというイメ

ージでおったんですが、この第２次が終わった時点で86.6％耐震化ができたという、そう

いう解釈でよろしいんでしょうか。今の御説明だとそういうことだったと思いますが。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 令和２年度で住宅の耐震化率のほうが86.6％ということ

になっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 鵜飼委員。 

○鵜飼貞雄委員 ちょっと関連するかもしれません。木造住宅の耐震診断の件で、この昭

和56年５月31日以前に着工された在来軸組み、昨年、僕が伺ったときに該当するのが5,440

件というふうに聞いた覚えがあるんですけども、これの数字って変わってますでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 56年以前の木造住宅の件数は、令和２年のときに調べま

したところ、4,584件になっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 実績報告書の75ページの一番下の急傾斜地崩壊対策事務ですけども、前

年度よりも負担金が減ってて、その理由を教えていただきたいのと工事の進捗率のような

ものが分かればお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） こちらは三崎町社の急傾斜地対策事業の負担金で、県の事業

の10％をお支払いしておりますが、今年度は工法の決定をいたしまして、用地測量、境界

立会いのみで終わりました。当初、補償の内容、補償金等の契約の見込みをしておりまし

たが、それがなくなったため、この金額に収まったものです。工事の着手に関しましては、
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本年度11月から着手の予定となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 ちょっとごめんね、耐震、しつこくて申し訳ない。先ほど鵜飼さん

が聞かれた四千何件に減ったというのは、建て替えだったり、解体して更地にしたりとい

うところで減ってきたという理由だと思うんですね。ということは、先ほど言われた86.何

％の耐震化率は、耐震工事がもしも進まなくても年々その倍率は増えてくという解釈でい

いですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） おっしゃるとおりです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書、ページは183ページです。空き家のことです。令和２年度に新

たに特定空家に認定された空き家がありますでしょうか。あれば件数を教えてください。 

 それから、特定空家やそれに認定されていない空き家が従来からあったと思うんですけ

れど、それが２年度に解消された件数があったら、それも教えていただきたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 特定空家につきましては、令和２年の１月に２件認定い

たしまして、助言指導をしておりました。令和２年の11月には１件売却というか、除去さ

れまして、１件だけになっております。今現在、１件を助言指導しておる最中でございま

す。 

 以上です。 

（発言する者あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ちょっと待ってくださいね。いいですか。中野課長、

終わりました。 

○都市計画課長（中野忠之君） 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 
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○ごとう 学委員 今の空き家のところは私のメモだと平成28年度調査で283件あるとい

うふうにメモしてありますが、今現在、この対象になるところが何件あるのかと、先ほど

のひろひで委員の論理でいくと自然に壊れたのがあるとこれも上がっていくかもしれませ

んけども、何件あるのかということと、この勧奨はどのようにしてみえるのか、その点に

ついてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 平成28年に実態調査をいたしまして283件の空き家を確認

しております。その後、先ほど言われたように、除却されたり、売買されたり、空き家の

状態が住まわれたりという話になりますと空き家のほうの数は減っていくと思います。平

成30年のときに住宅・土地統計調査というものが実施されまして、そのときに報告されて

ますのがその他の住宅というもので、空き家率は４％の1,250件というふうに報告がされ

ております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） その対象と言ってました。 

 ごとう委員、もう一回お願いします。 

○ごとう 学委員 ということは、28年よりも、これ、基準が同じなんでしょうかね。280

件が1,250件に増えちゃったというのはどういうことかよく分からんですけど。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 平成28年に行った空き家の実態調査というのは、市のほ

うが主体となりまして空き家だという可能性の高いところにアンケート等を行いまして空

き家の実態調査を行いましたので、283件という数がちょっと絞られたものになっており

ます。先ほど言いました1,250件というのは国が行った住宅・土地統計調査というものにな

りまして、全国的に行う調査になっておりますので、アパートですとか、そういったもの

の空き室、そういったものも含まれてるということになりますので、ちょっと数が多くな

っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 先ほどのごとう委員の回答漏れでございます。道路台帳の更

新によりまして面積の変化は6,089平米です。 

 以上です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 今の件で確認ですけども、たしか豊山なんかは道路をかなりの延長を

廃止したりしておるんですが、この6,089というのは増えたという、そういう解釈でよろし

いですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） そのとおりです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の80ページぐらいになるかと思います。４目 公園事業

費のところで、これはほかの款でも聞いているんですが、ふるさと応援寄附金で公園の桜

の植樹ということで104万ほどあるんですが、それはここで使われたという理解でよろし

いでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） ふるさと納税のほうの桜の植え替えはこちらのほうで使

っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 同じ実績報告書80ページの公園のところでお聞きしたいんですけども、

落合公園と西川公園にテニスコートがあると思うんですけど、そちらの利用の回数だとか、

時間とかというのは把握されてますでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 令和２年度の落合公園のテニスコートの利用の回数は670

回、西川公園の回数が507回となっております。１日３回の予約というか、利用の回数とな

っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 
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○清水義昭委員 ごめんなさい、最後の１日３回の予約の意味が分からなかった。それは

３クールに区切ってるということなんでしょうか。それと、さっきの数字は各クールを申

し込んだ延べというか、総回数ということでよかったでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） １日を３回に区切った回数になります。先ほどお答えし

た利用回数というのは、その１日３回の延べの回数になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の137、138の工事の一覧、８款の分があるんですけれど

も、これをずっと数えましたら入札が34件あって、そのうちの28が落札率が95％以上、28

件で８割を超えているんです。競争性を働かせる、高めるということで、こういう状況に

ついてはどのように分析されてますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 落札率につきましては県の歩掛と県単価によって設計を行っ

ておりますが、その両方ともが公表されているものですから、そのソフトを導入すれば設

計単価は出しやすくなるのである、その結果であると思われます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 その歩掛が公表されているからということですが、競争性を高める

ということについては何か検討というのか、令和２年度を振り返って検討はされたんでし

ょうか。これがしようがない、普通だというような感覚でしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 入札率を下げるというよりは、設計の精度の向上、あと、健

全な競争性を確保することが重要だと考えております。落札率はあくまで入札の結果で、

適正な設計を行ったことでの結果ですので、適正な価格設定、予定価格の設定が健全な競

争性、落札率につながると考えております。 

 以上です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書のページは183ページです。安全ストック形成事業の危険なブ

ロック塀の撤去件数の実績を教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 安全ストックの中にも都市計画課のほうで担当してます

のが耐震関係になりまして、先ほど言われましたブロックに関しては防災防犯のほうの担

当になりますので、ちょっと分かりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） よろしいでしょうか。 

（はいの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 79ページの親との同居・近居購入費補助事業事務で、今年の新規分と

完了分、また、市外から転入があったのか、あれば、それが何件なのかお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 親との同居・近居の件数の総件数が292件ありまして、令

和２年度に新たに１年目として申請された件数は89件になります。89件のうち市外から転

入された件数が37件、市内で申請されてる方が52件となっております。あと、令和１年度

のときに３年目で申請された件数が92件ありますので、その分が終わったという形になり

ます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 実績報告書の77ページをお願いします。真ん中の河川費、河川新設改

良費のところですけれども、２番目の河川改修工事費で5,812万4,000円上がっております。

これは138ページのほうで見ると雨水管渠ということですけれども、この雨水管渠はどこ

からどこまで、延長どれだけの管渠を設置されたかということと、それから、これが必要

になる理由について御説明をお願いいたします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） まず、場所ですけども、場所につきましては沓掛町荒井、資

料ナンバー６－２の下から３くくり目、８款３項１目 河川新設改良工事の１番、雨水管

きょ設置工事で、場所は沓掛町荒井、路線名は沓掛北246号、工事延長が135メーター、管

延長としましては1,200の管を135メーター埋設いたしました。場所としましては、瀬戸大

府東海線の寺池区画整理境から東へ135メーター、瀬戸大府東海線の１本北の市道、区画整

理境から東へ135メーターの埋設を行っております。埋設の理由としましては、寺池区画整

理から南へ瀬戸大府を渡る既設の排水路が既存の不適格がありますので、それを解消する

ために新たにバイパス管を設けるものです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 その南へ行くのが既存不適格というのが、排水管で既存不適格という

のはどういうようなことなんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 既存不適格、ある程度の雨を降らせたときにネック点が発生

する。詰まるというか、あふれてしまう箇所があるということが分かりましたので、こち

らのバイパス管を設置するものです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 端的にお伺いしますが、これは寺池の区画整理をやることで排水量が

増えて、そのためにこの管を設置しなければならなくなったと、そういう理解でよろしい

んでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） 区画整理に伴って雨水が発生しますけども、区画整理から発

生する雨水は調整池で調整されますので、これは今の現状の排水路の改修というふうに考

えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 
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○清水義昭委員 実績報告書の77ページの一番上の園児等移動経路の工事のところですけ

ども、これはたしか社資本から４分の１頂けるというような話で予算化されたと思うんで

すけども、決算上は４分の１頂けたということでよろしいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） こちらは社資本55％を頂いておりまして、そのとおり頂いて

おります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 聞き間違いかな。社資本から55％、半分以上が社資本からということで

よろしいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 星子課長。 

○土木課長（星子恭士君） そのとおりです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて８款 土木費の質疑を終わります。 

 ここで10分間の休憩といたします。 

午前１０時４９分休憩 

 

午前１０時５９分再開 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、９款 消防費について説明を願います。 

 馬場部長。 

○市民生活部長（馬場秀樹君） それでは、９款 消防費の概要について説明をさせてい

ただきます。 

 実績報告書82ページをもって説明をさせていただきます。 

 １目 常備消防費は対前年度1,257万7,686円の減額となっております。主な要因は尾三

消防組合分担金が減額したことによるものです。 

 続きまして、２目 非常備消防費は対前年度599万8,423円の減額となっております。主
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な要因は消防団出動及び訓練等交付金の減によるものです。 

 その下、３目 消防施設費は対前年度2,563万4,232円の増額となっております。主な要

因は消防団積載車を３台購入したことによるものです。 

 続きまして、83ページをお願いいたします。 

 ４目 災害対策費は対前年度１億1,920万5,783円の増額となりました。これは災害時に

おける緊急情報伝達のための同報無線を整備したことによるものであります。 

 なお、委託事務事業の詳細につきましては123ページ、補助事業等実績につきましては131

ページ、主要工事等実績については138ページに記載がしてございますので、お目通しをお

願いします。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 ９款 消防費について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の83ページの真ん中あたりのブロック塀の撤去事業の補

助金ですけども、昨年と比べると件数が下がって金額が上がっているというのは、たしか

補助率だったりとか、金額が上がったからかなと思うんですけども、具体的にどれぐらい

補助率が上がったのかということと、あと、対象のブロック塀のそういった基準なんかも

変わったのかどうか。変わったのなら、どういうふうに変わったのかということをお願い

します。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） まず、基準については変わっておりません。補助額

については上がっております。令和２年度から上限が10万円から20万円という形に上がっ

ております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 このブロック塀については危険箇所の調査を大阪で事故があった年か

ら３年間かけて市内全域をやるということですけれども、その調査は終わったのかどうな

のかということと、その調査で見つかった危険箇所は何か所あるかということと、それか

ら、実績を見ると補助を10万から20万にしても伸びてないんですよね、あまり。このＰＲ
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はどのようにしているのかという、その３点、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 市内全域が終わったかという形ですとまだ終わって

ないという形になっております。 

 ２点目ですけども、件数でしたかね、現状の。調査件数としましては、平成30年度から

令和２年度としましては3,379件調査しております。 

 ３点目、ごめんなさい、もう一度お願いできると……。 

（ＰＲの声あり） 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） ＰＲですね。すみません。ＰＲにつきましては、今

回も、令和３年度からもそうなんですけれども、毎年補助額を上げております。広報等ホ

ームページ、そういったこととか、あとはこちらのほうを実際に私ども、耐震ローラーで

あるとか、都市計画課様のほうが実際に回っていただいているんですけれども、そういっ

たときに直接チラシ等で入れたりとかして周知しております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 確認ですけれども、箇所数3,379ということですけども、危険箇所数

が3,379か所あると、そういうことでよかったかということと、それから、令和２年度は10

万から20万ということでしたけども、この後もたしか国庫補助もついて30万くらいに上が

っておるんではないかなと思いますが、その改正の内容を御説明をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） すみません、言葉が足りませんでした。まず、令和

２年度までの実績で先ほど3,379と申し上げたのは総件数で、そのうちの危険箇所と言わ

れるのが274となっております。 

 ２点目なんですけども、令和３年度からはさらに補助額は上げておりますし、令和３年

度からは建て替え、フェンスの建て替えについても補助するような形をさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 
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○三浦桂司委員 ちょっと細かい話で申し訳ないですけど、災害対策費で真ん中あたり、

同報無線整備、境川沿いと三崎の傾斜地区ですか、10か所つけていただきましたけども、

工事費と設計費用で１億1,737万、これ、サイレンつきとそうでないのでかなりの金額の差

があるわけですか、１つにつき。10か所ってサイレンつきとサイレンつきでないのがつい

たんですけども、金額、金額の差はかなりありますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 詳細についてはちょっと手持ちがないので申し訳な

いんですけれども、基本的には今三浦委員のほうがおっしゃったとおり、サイレンつきの

ところとサイレンなしのほうがそれぞれございます。サイレンつきが６か所ありますので、

そちらのほうにつきましては当然ながら設備が多い形になっております。当然ながら重量

等もありますので、支柱の材質もちょっと違うということがございますので、そちらのほ

うが金額が多いというのは間違いございません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 三浦委員。 

○三浦桂司委員 金額については結構です。金額はいい、後で聞きに行きますので。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 金額はいいということで。 

 ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の82ページの下段のほうの消防団育成事業、この消防費

が減ってるのは交付金が減ったのが主な要因だとか言ってみえたんですけども、この要因

は何でしょうか、減った要因は。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 先ほど部長のほうが御説明させていただきましたの

が分団に対する出動及び訓練等交付金、こちらのほうが減ったという形になっております。

具体的な理由としましては、令和元年度は県の操法大会とか、あと、操法に伴う訓練があ

ったんですけども、令和２年度は中止になっておりますので、その分の減額です。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） いとう委員。 

○いとうひろし委員 火災による出動回数の回数が分かれば教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 
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○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらのほうは直接は消防のほうになりますので、

ちょっとだけ、申し訳ございません、データは持っておりますので、ごめんなさい。 

（発言する者あり） 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 後ほどですか。 

 すみません、火災ですけども、よろしいですか、数だけ申し上げて。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 一応、尾三のデータからなんですけども、火災につ

きましての出動件数は111件という形になっております。 

 以上です。 

（全体でねの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 土屋副市長。 

○副市長（土屋正典君） ちょっと付け足しいたします。今申し上げた111件というのは令

和２年中の尾三消防管内の103件、火災の実火災、それでいくと103件、管内がということ

になっております。うち豊明市管内は実火災16件でございまして、消防団のほうのお尋ね

でもあったかと思いますけども、ちょっとその辺は把握しておらんですけども、実際の運

用としては火事の数がまず少なくて、初期消火で終わるような形で、要は消防力が強化し

ておりますので、ですから、消防団が実際再出動するという数は減ってきておるというよ

うなイメージでよろしいかと思います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 消防団につきましてはゼロになっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 同じ消防のところですけれども、尾三消防組合に約７億5,000万、負担

金を支払っているということで、その支払ったことによる実績に関わることですのでお答

えをお願いしたいと思いますが、先ほど火事の出動もありましたけれども、火事とか救急

の出動について豊明の消防署から他市へ行く回数、それから、他市から豊明市へ来る回数、

火事と救急、それぞれ何件になっておるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） そちらのほう、尾三組合ということになっておりま
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すので、管内で豊明から他市、逆の他市から豊明市という数字は持ち合わせておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書193ページの消防施設維持管理事業で飲料水を兼ねた水槽の維

持管理ですけれども、検査などは行われたでしょうか。設置からそれなりの年数がたって

いるので、どんな維持管理をしたか、お答えください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらにつきましては、毎年、中部水道企業団のほ

うに調査していただいております。令和２年度につきましては検査結果としては異常ない

ということでいただいております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 先ほどの消防の出動の関係ですけれども、もう一回確認ですけれども、

管内で103件あって豊明16件というのは、豊明の消防署じゃなくて、尾三消防から豊明、尾

三消防からといっても、豊明の消防署から市内に出動したのが16件というような、そうい

う解釈でいいんでしょうか。どういう数字でしょうか、これ。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） 豊明市内での火災という形になりますので、どこか

ら出たかというのは基本的には一番近いところからという形になりますけども、ただ、そ

れがどこのエリアから、例えば東郷であるとか、みよしであるとか、そこまでは出てない

ということです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 土屋副市長。 

○副市長（土屋正典君） 補足いたします。堅田課長の答弁のとおりでございますけども、

豊明市の火災に対して要は管内の近いところからいろんな車両が出動しておると、こうい

うことでございますので、いわゆる東郷町にある本部のほうからも車両も駆けつけており

ますしというような形で、数多くの車両が消防本部単独だったときに比べればはるかに多

い数のものがそこらじゅうから駆けつけておると、こういうことでございます。 

 以上です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員、ペットボトルをしまっておいてもらえ

ますか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 多分これも分からないのかなと思いますが、平均到達時間、豊明の消

防署から豊明市内の火災に到達するのにかかった時間と、それから、ほかの消防署から来

て豊明の火災の現場に到達した平均時間、これ、たしかデータを取っておるはずですので、

その時間については把握してみえますでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） すみません、豊明にと限ったことでの数字は持ち合

わせておりませんが、尾三としての全体の数字ではこちらのほうは把握しております。各

地から現場到着までの所要時間の状況というのが尾三のほうから出ておりまして、そちら

のほうで申し上げますと、全体で１万554件のうち３分以内が67件、３分から５分が456件、

５分から10分が8,400件、10分から20分が1,598件、20分以上が33件となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 決算書の193ページの災害対策事業の中の委託料で災害時協力井戸調査

ということで、何か所調査されて、うち飲料水として飲める箇所は何か所ありますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 堅田課長。 

○防災防犯対策課長（堅田直寛君） こちらの井戸水につきましては、今現状、71件ござ

います。そのうち毎年20件程度、検査をさせていただいておりまして、昨年度の検査結果

では飲料水に耐えられるのが３件という形になっておりました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて９款 消防費の質疑を終わります。 

 ここで理事者側の説明者の入替えのため、暫時休憩といたします。 

午前１１時１３分休憩 

 

午前１１時１７分再開 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、10款 教育費について説明を願います。 

 藤井部長。 

○教育部長（藤井和久君） それでは、10款 教育費の説明をします。 

 実績報告書の84ページをお願いします。 

 中段、２目 事務局費は、前年度比約5,103万円余の増額です。これは、児童生徒１人１

台ずつ導入した学習用端末に学習支援ソフトを購入したためです。 

 下段の３目 教育振興費は、前年度比約2,426万円余の増額です。定住外国人児童に対し、

日本語教育推進のためのプレクラス事業を拡充したこと、小学校における英語学習の時間

増加に伴いＡＬＴ事業を拡大したこと、市費で雇用している非常勤一般職員が会計年度職

員に切り替わったことなどが要因です。 

 86ページをお願いします。 

 上段２項 小学校費、１目 学校管理費は、前年度比約7,375万円余の増額となっており

ます。校内ＬＡＮ工事を行いＩＣＴ環境を整えたこと、音楽室等にエアコンを整備し、二

村台小学校開校に向けて、改修工事が大幅に進んだことによるものです。また、新型コロ

ナ感染症拡大防止のため、オゾン発生機や加湿器、ストーブなど、多くのコロナ関係資材

を購入し、さらに熱中症対策として、夏季休業直前の授業日に飲料水も配布しました。 

 87ページをお願いします。 

 ２目 教育振興費は、前年度比約2,888万円余の減となっております。学習指導要領の改

訂に伴い、教師用教科書や指導書の購入が大幅に減ったことによるものです。 

 89ページをお願いします。 

 上段３項 中学校費、１目 学校管理費は、前年度比約3,632万円余の減額となっており

ます。前年度はキュービクル更新工事があり、大きな減額要因でありますが、小学校と同

様に校内ＬＡＮ工事をはじめ、エアコン設置工事やトイレ改修工事など、施設整備も行い

ました。 

 下段の２目 教育振興費は、前年度比約1,589万円余の増額です。学習指導要領の改訂に

伴い、教師用教科書、指導書、デジタル教科書等を購入しました。 

 93ページをお願いします。 

 ３目 図書館費は、前年度比約1,834万円余の増額です。図書館システムの更新とＩＣタ

グを新たに導入しました。 

 95ページをお願いします。 

 ４目 文化財保護費は、前年度比約806万円余の減額となっております。前年度は、ナガ
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バノイシモチソウ整備工事などが行われたことによることが原因となっております。 

 97ページをお願いします。 

 ８目 青少年対策費は、前年度比約1,625万円余の増額となっております。これは、二村

台小学校開校に伴う放課後子ども教室の改修工事が行われたこと、大宮小学校の放課後子

ども教室が開校したことによるものです。 

 次に、100ページをお願いします。 

 ２目 体育施設費は、前年度比約１億5,998万円余の大幅な減となっております。前年度

は、勅使グラウンドの改修工事が行われたことによるものです。 

 101ページをお願いします。 

 ３目 学校給食費は、前年度比約2,114万円余の増額です。給食センターで雇用している

非常勤一般職が会計年度職員に切り替わったこと、施設の老朽化に伴い、センター内の修

繕料がかさんだことによるものです。 

 次に、不用額の説明をします。決算書の204、205ページをお願いします。決算書204、205

ページです。 

 10款２項 小学校費、１目 学校管理費のうち、12節 委託料2,488万1,315円は、校内

ＬＡＮ改修工事の設計を外注から内製に切り替えたためのものです。 

 同じく14節、２つ下、工事請負費１億3,354万6,502円は、校内ＬＡＮ改修工事の執行残

です。 

 続いて、209ページ、210ページをお願いします。 

 下段の３項 中学校費、１目 学校管理費、12節 委託料893万8,215円と14節 工事請

負費5,641万9,600円につきましては、小学校費と同様に校内ＬＡＮ改修工事の執行残とな

っております。 

 220、221ページをお願いします。 

 ４項 社会教育費、７目 文化会館費、12節 委託料の859万6,836円は、指定管理料の

予算額と提案額との差額となっております。 

 228、229ページをお願いします。 

 ５項 保健体育費、３目 学校給食費の10節 需用費810万7,011円は、緊急事態宣言に

より学校が休校したため、光熱費がかからなかったことによるものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 10款 教育費について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 
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 中村委員。 

○中村めぐみ委員 実績報告書の３目 教育振興費のところで、今年、私立高等学校……。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ページを言ってくれます。 

○中村めぐみ委員 84、85のところで、私立高等学校と就学助成が今年見当たらないんで

すけど、その部分についてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 今言われたものにつきましては、高等学校の無償化、国

のほうの制度がございますので、令和２年度からなくなったものでございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 84ページの教育振興費、真ん中より下、教育振興事業で幾つかあるんで

すけど、まず、日本語初期指導の外国籍等々と、プレクラス・プレスクール、これ、プラ

ス・エデュケートのことだと思うんですけども、双峰小学校内の日本語教室にて日本語指

導を実施した。金額が大幅に増えておりますが、市の負担率というのをちょっと教えてく

ださい。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 基本的には３分の１が国のほうで持っていまして、あと

は、３分の２が市の事業なんですが、制度というか、国のほうが３分の１が上限額という

ことで、県を通じて来るときに、県の要綱によって変わりますので、実質にはそこまでは

行っていないですけど、配分比率としてはそうなっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ３分の２が市の負担という、丸々３分の２が市が負担をしている。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） ３分の２なんですが、決算とかにも上がるんですが、３

分の２のうち、市内の企業の方から寄附を頂いておりますので、３分の２全てが市の負担

ということではございません。 
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 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 金額が前年度から比べると倍以上に増えておるわけで、これはいいこ

とだと思いますけれども、そのことによって、内容がどういうふうに変わったのか。例え

ば、対象になる生徒数が増えたりとか、授業時間数が増えたりとか、いろいろあると思い

ますけども、その内容がどういうふうに変わったかということを説明いただきたいと思い

ます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 今までは、午後だけ双峰小学校でやっておったんですが、

令和２年度の９月から、双峰小学校の午前中からやれるようになりましたので、多くの子

が参加できるような形になっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 その同じ行のところで、９月から日本語指導員を増員しというふうに

書いてありますが、この日本語指導員は、何人を、どういうところへ、どういう方を何人

採用されて、どういうところに配属されたんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 最近、ベトナムから来られる方が多くて、学校にもベト

ナム籍の子がたくさんおります。そのため、９月からベトナム語の日本語指導員を双峰小

学校のほうに配置しまして、行っておるものでございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 鵜飼委員。 

○鵜飼貞雄委員 実績報告書89ページの中学校費、学校管理費の、書いてある４番、バス

ケットゴールの取替工事ですが、これを行った理由と経緯をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 毎年、保守点検、これは中学校ですので、学校からバス
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ケットゴールが傾いておるという通報というか、報告がありましたので、調べたところ、

取り替えるしかないということで、この工事を出させていただきました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の102ページ、上段のほうの地元特産物の活用というと

ころですけども、豊明特産物の購入が156万7,060円とありますが、これは全体の食材の金

額と、この156万7,000円が何％に当たるのかを教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 全体と申しますと、なかなかパンとか牛乳もあるもんで

すから、比較は難しいと思いますので、その上に白菜とか柿とか大根とか大豆とか卵とか

書いてあります。こういったものの食材のうち、豊明産が占める購入というのは、月によ

って、本会議のほうでも青木議員のほうから御質問があったとおりまちまちなんですが、

年間を通じると8.7％、10％前後が多いんですけど、令和２年にかけましては8.7％を購入

させていただきました。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 実績報告書の85ページの教育相談事業の３番の教育相談員等の配置の

部分なんですけれども、カウンセラーの１人というのが載っていないので、その理由と、

あと、相談件数が大幅に減っているので、そこら辺の理由についてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） カウンセラー、ちょっと整理させていただきます。 

 相談件数につきましては、なかなか難しいところですね。年によって上下が出てしまい

ますので、そういった関係だと思います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 今の教育相談員の方、指導員の方、ホームフレンドと書かれているんで

すけど、その方々の内容をちょっと分かりやすく教えていただけますか。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） すみません、ちょっともう一度、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 堀内委員、もう一回。 

○堀内ちほ委員 85ページの真ん中の教育相談事業、中村委員が今言われたところなんで

すけど、この教育相談員、指導員、ホームフレンドの方たちの役割というか、そういう内

容を教えていただけますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） いろいろな相談が来ます。お子様から親御さんまで。そ

の中で、学業ですとか、不登校ですとか、いじめだとか、そういったことに対して相談員

が相談を受ける形になっております。中には、なかなか家から出られない子に対して、ホ

ームフレンドを派遣する。これは愛教大の大学院生にお願いしておるんですけど、近い世

代の子に行っていただくというような形を取っております。基本的には、学校に伴う様々

な問題について相談を受けるというところがここの仕事でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 相談の内容によって対応していただく方が違うということですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） この相談員というのは、元教員ですとか、教育に関して

様々な経験がございますので、相談によってというより、この３人が３中学校区に分かれ

てやっておりますので、その人たちが対応する児童生徒にということになっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 同じところ、実績報告書の85ページの同じ教育相談事業ですけども、こ

れ、ホームフレンドが昨年度は８名だったんですよね。それが１名になっているのの理由

をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 去年は、登録が８名ほどしていただいたんですけど、コ

ロナの関係で、愛教大のほうから、あまり出るのが好ましくないということも言われてお



- 35 - 

りますので、今回は１人でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今のところの同じ関連です。 

 先ほど相談のところで、子どもからとか、保護者からということですが、子どもからの

相談というのは、どのぐらいを占めているんですか。大人からの相談がほとんどなんでし

ょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 区別でいうと、ほとんどが子どもで、８割ぐらいが子ど

もとなっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の教育相談事業のところで、昨年が相談件数が517件で、昨年のと

ころのメモで、そのうち不登校に関する相談件数が439件というふうに書いてあるんです

けど、今回は、不登校に関する相談件数というのはどれぐらいあったんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 不登校は116件でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 ということは、減っているということなんですけど、その後、その人た

ちはどうなったんですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 先ほど件数もそうなんですけど、本当に軽い感じで来ら

れる相談もありますし、重いケースもございます。この116件が全てどうというのは、ちょ

っと今ここでは持っていないんですが、状況に応じて、例えば児童生徒によっては、どう

いったら出せるというのはいろいろパターンがあるものですから、例えば教育支援センタ
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ーのほうに出てくるようにとか、あと、学校でも相談室登校というのもございますので、

そういったものに合うような形の指導をしているということでございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今のも関連になるんですが、委託のところで、いじめ・不登校対策

推進事業の委託料が100万円ほど増額して、令和２年度は行われています。例年と何かプラ

スアルファ、何か違った取組をされたのかなということと、あと、これ、いじめと不登校

で一緒くたになっているんですけれども、総合計画のまちづくり指標の指標を見ましたら、

不登校のほうが95件で、対前年度でプラス14、いじめのほうは少し減ったよというような、

めざそう値のほうで出ていますが、この委託料をプラス100万円したよということによっ

て、すぐに数字で表れるものではないとは思うんですけれども、具体的にどんな取組をさ

れたんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 大変申し訳ないですけど、ふじえ委員さん、100万円って、

どこの100万円でしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の123ページの３目 教育振興費の枠の中の上から３つ

目、いじめ・不登校対策推進事業委託料380万7,045円ということで、100万円ほど元年度に

比べて増えていませんですかね。私が違うのかな。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） ここの委託料は、学校の満足度調査というＱ－Ｕアンケ

ートというのをやるのがほとんどなんですね。今、大抵増えておるというのは、そこに先

生を、Ｑ－Ｕアンケートの結果を検討する専門家を呼ぶということがございますので、そ

の回数が増えたものというふうに考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 実績報告書の86ページ、新設校開設事業ですけども、これが最後なんで

すけど、終わったんですが、学校印とか、体育館の一部の文字の書換えは、それら行事と
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か閉校式は分かるんですけども、道路とかバスの看板の書換えなんか、これはどこが負担

したか分かりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） それぞれバスとか何か、バス運行会社がやりますので、

道路は道路管理者のほうが、私どものものではございませんので、学校の敷地内の物につ

いての書換えは私どもの予算でやりますが、それ以外は、各担当のほうがやると思います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 先ほどカウンセラーの件がありましたので、令和２年度

から、カウンセラーの報酬をいじめ・不登校……。 

 すみません。先ほどＱ－Ｕアンケートの関係で、いじめ・不登校のふじえ委員のほうか

らあったんですが、確かに先生を呼んでおる数は増えたんですけど、100万円はちょっと多

いものですから、その100万円につきましては、中村委員が言われたように、先ほどのカウ

ンセラーのあれを委託料のほうに吸収した形になっておりますので、そういった形で100

万円増えたかと思います。 

 以上です。ちょっと訂正させていただきます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤ひろひで委員。 

○近藤ひろひで委員 報告書の85ページの一番最下段、野外教育活動の実施の人数なんで

すけど、市内の小学５年生が対象と、市内の３中の２年生が対象ということだと思うんで

すね。各学年、たしか500から600弱ぐらいの人数がいるんですね。中学校の２年生が参加

が400人というのは、何か理由がありましたか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 栄中学校は中止になりましたので、その分が減りました。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 同じ野外教育活動のところですけども、小学校、これ、美浜少年自然の

家、これは暫定的な場所ということで教育委員会のほうでなっていたんですけども、令和

２年度は、ほかの場所の検討はされましたでしょうか。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 前回もお答えさせていただいたんですが、学校から終わ

るたびごと、先生方からいろんな不満があれば不満があるし、満足があれば満足の話をし

ていますので、その中では、今のところ学校側からあえて変えてほしいということはござ

いませんので、そういったことの検討はあればしますけど、今はいいと言われるんでした

ら、同じ形ということでなっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 実績報告書の100ページ、中段より上の社会体育団体育成事業で、ふれあ

い広場の設置団体、いつも阿野と宿が毎年43万円ずつ充てられておりまして、今回、宿だ

けなんかえらいがくんと減っておりまして、その要因というか、阿野が減額される要因が

あるかどうか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） こちらの宿のほうの補助金につきましては、実際、一旦

は同額の金額の補助金を出させていただいたんですけれども、地元のほうで、新型コロナ

ウイルスの感染症対策ということで、清掃活動とか、そういった部分の人数だとか、そう

いった部分を縮小させたということで、多少、補助金のほうを返還していただいたという

形での差でございます。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 85ページ、お願いします。 

 真ん中より少し下の教育振興事務事業のところですけれども、いろいろと人の配置を拡

充されておるということですけれども、この中で、教員補助、前年と比べると２人増えて

おるんかな。それから、特別支援教員４人、増えております。これは、どういう事情で、

どこの学校に配置されたかということと、それから、もう一つ、その下に書いてあります

学習指導員、学習相談員９人というのは新規のように思いますが、これについても、どう

いうことというか、どこの学校に配置されることになったのかということをお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 
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○学校教育課長（髙木安司君） 教員補助につきましては、ちょっと今から、どの学校か

というのは調べさせていただきたいと思います。 

 新規で上がりました小中学校の学習指導員につきましては、協同の学びを外部講師にお

願いしておったんですが、市でも講師を雇用してということで１人充てていますので、こ

れが増えた形になっております。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 ということは、今の協同の学びのほうは、これ、９人ということだと、

各小学校１人ずつというような、そういうことになるんでしょうかということと、それか

ら、特別支援員の説明が先ほどありませんでしたが、こちらのほうも４人ほど増えている

と思いますが、どこでそういう事情が生じて、この４人増えたか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 毎年、先ほどの増えた理由になるかと思うんですが、学

校によって、障がいの程度ですとか何かもかなり変わりますので、その状況に合わせて、

学校から毎年聞き取りをやっておりますので、そういった形で支援員は配置しております。 

 教員につきましても、各学校でほとんど少人数クラスみたいな形を取る、英語とか何か

が多いんですけど、算数もそうなんですけど、そういった形で、学校でいろいろ組み方が

あるものですから、それに応じた形で毎年見直して人数は振り分けておりますので、そう

いった違いが出てくるかと思います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤郁子委員。 

○近藤郁子委員 100ページをお願いします。実績報告書の100ページです。体育施設費の

中で、整備事業で勅使テニスコートの損傷部分の修復で施設整備の充実を図ったと。それ

と、さらに快適さと安全性を維持するための工事を行ったとありますので、どういった工

事だったのか、教えていただきたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） こちらのテニスコートにつきましては、今、勅使グラウ

ンド、勅使会館のほうには全部で８面、テニスコートがございます。その中の、いわゆる

会館のほうに近いほうのテニスコートについては、オムニ化をさせていただいて、今、利

用していただいておるんですが、清掃事務所に近い側のほうに４面ございます。そちらが
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砂の、いわゆるグリーンサンドで入っているようなテニスコートになっておりまして、ど

うしても使用していただく中で土がえぐれてきたりとか、ラインのところの部分が壊れて

しまったりというようなことで、利用者のほうに不便をおかけしております。そういった

こともありまして、毎年、１面ずつではございますが、そちらの下のほうの清掃事務所側

のコートを改修させていただいて、利便性の向上に努めたということでございます。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書85ページの、先ほどの教育振興事務事業の教員補助等の

配置の中で、これ、昨年とちょっと書き方が変わったのかなというところですけども、ポ

ルトガル語の通訳の方１名と定住外国人の日本語教育推進員が７名の方がここからいなく

なっているのと、あと、どよう塾の指導員がなくなっているので、この辺りがどのように

なったのか、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） どよう塾につきましては、委託のほうで事業を組み直し

ましたので、ここの報酬としては出てきません。 

 あと、ブラジル語の方につきましては、学習指導員と学習相談員の中に含めた形になっ

ております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 同じ目のところで、決算書の201ページに当たりますけども、決算書201

ページの上のほうでゼロが幾つか並んでいるところがありまして、イングリッシュキャン

プの委託料、それから、学校プールの委託料、それから、セーフティプラスワンの委託料、

道徳教育も含めて４つの中で、執行したものでゼロになっているものというのはあるんで

しょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） イングリッシュキャンプにつきましてはやってございま

せん。プール指導も今回はありませんでした。セーフティプラスワンも、もともと民間委

託でやる予定だったんですが、教員補助等を使って、市費の職員を使ってやることになり
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ましたので、執行はありませんでした。 

 道徳教育につきましても、これは令和元年度にあった事業で、今回なくなっておるもの

でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） よろしいですか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 セーフティプラスワンは、補助教員の形でやられたということですけど、

これ、児童の評判とかは、どのようでしたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） これ、また手前みそになってしまうんですけど、大変評

判よくて、学年を上げてくれとか、そういう形になっております。委員さんの中にも父兄

がございますと思いますけど、大変いいかと思っておりますので、続けていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 実績報告書の86ページをお願いします。上から３分の２ぐらいのとこ

ろですけども、３番の国のＧＩＧＡスクール構想に伴い、学習者用端末を整備したという

ふうにあります。これ、小学校費だけではなくて、あとの中学校費のほうでも出てきます

が、もともとこの端末の整備というのは、前年度、コロナの影響で在宅、学校とオンライ

ン事業がやれるように早急にしなければいけないということで前倒しでやったという経緯

があると思うんですが、これで、休校になった場合、自宅とを結んでオンライン学習がで

きるようになったんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 設備的にはなっておりますが、やはりこれはソフトの面

が多くて、学校の授業のやり方ですとか、そういったこともございますので、今すぐ全て

をオンラインで家庭でやるということは難しいかなと思うんですが、徐々に今、中学校で

も試験的にやっておるんですけど、持ち帰りながらということを始めておりますので、だ

んだん乗っていくかなというふうに思っております。 

 以上です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 オンライン環境のないような家庭があったりとか、いろいろ障害があ

ったと思いますが、そういうのは克服して、やれる状態だけれども、今は必要がないから、

そこまでやってないという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 道具自体は、先ほど委員が言われたように、端末ですと

か、遠隔でやれるＷｉ－Ｆｉみたいなやつはそろえてはおりますので、やれることはやれ

るんですけど、すぐ、今言われたように、実施できるかどうかを今検証を始めましたので、

そこの中でいろいろ問題点が出てくるかと思いますので、その問題点を精査して進めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の84の、先ほどちょっと触れた協同の学びの推進事業、

一番下の２番のところです、下の３目 教育振興費の。これ、半分ぐらいに減ってはいる

んですけど、先ほどの御説明で、隣の85ページの学習指導員で外部だったのを市で雇った

からということによる減なのか、コロナがあって、協同の学びがあまりやれなかったとい

うか、そういう中身のことで減額になったのか、その辺のところを説明ください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 今、委員言われるように、１人市費でやっていますので、

その分の報酬が減っております。 

 あとは、やっぱりコロナの影響で、他市町村へ例えば視察に行くとか、そういったこと

が全くやれなかったものですから、そういった兼ね合いもありまして、これだけの減額に

なっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 87ページをお願いします。下から５行目の学力検査の負担金です。こ

れ、毎年出ていますけれども、これは国の学力テストなのか、市で独自にやっている学力
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テストなのか、ちょっとその辺の確認がしたいということと、それから、結果を教科指導

に活用したというふうに書いてありますが、テストの結果で、概要でいいですけれども、

どのようなことが分かって、どういうふうに指導に生かしたかというあたりを、ちょっと

説明をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小崎室長。 

○学校支援室長（小崎 真君） 私のほうからお願いします。 

 学力検査については、ＣＲＴ、ＮＲＴということで、それぞれ小中学校のほうで行って

いるもので、国のものとは別のものです。 

 結果は、２年度については、コロナの影響もあったかもしれませんが、学力が上がって

おりました。そういったことも、また教員のほうにも還元しまして、学習指導のやり方等

の今後の方法について検討しながら、より子どもたちに学力がつくように進めているとこ

ろです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほどの教育振興事業のどよう塾に関してなんですけども、先ほど

委託にしたというふうにあったのですけども、委託にした理由と、委託先の団体がどんな

団体なのか、法人格を有しているかどうなのか、その団体がどのような活動する団体なの

かということをお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 今まで個別に元教員の方ですとか、そういった形、ＡＬ

Ｔの方もいるんですが、そういった形に個別で報酬を払っておりましたが、その人たちが

運営しやすいように、消耗品につきましてもうちのほうで買っていましたが、そういった

ものも中で買えるような形ということで、全体をそういう人たちで構成する形で、そこに、

言われるように、法人格があるとか、そういうことではなくて、任意の団体として、どよ

う塾運営委員会みたいな形で、そちらのほうに一括としてお金を渡すという形になってお

ります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 青木委員。 
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○青木 亮委員 実績報告書の86ページの最下段の、いわゆる新設校、二村台小学校の関

係ですけど、今まで唐竹小学校が１クラスということで、新たに二村台小学校になって、

２クラス、３クラスになったわけですけども、唐竹小学校の児童が新しい友達ができてど

んな様子になったのか、その中で、これで２学期に入って、いじめとか不登校、こういっ

たことがあったかどうかを聞きたいです。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小崎室長。 

○学校支援室長（小崎 真君） 二村台小学校になりまして、唐竹と双峰の子たちが一緒

になってやっておるわけですけども、様々な今、どんな状況かというのは調査は出てきて

いるわけですけども、まず、保護者や子どもたちの満足度や何か、いろいろ聞いてやって

いる中で、子どもたちの中ではかなり数値が上がっている、満足度が上がっているという

ことで、Ｑ－Ｕアンケートでもかなり全国平均を上回るような形で満足がしているという

ことです。 

 それから、いじめや不登校ということについては、やはり様々な問題は実際に起こって

おりまして、それぞれ文化の違う２つの学校が一緒になったわけですので、教員も片方の

学校のことはよく知っているけども、片方のことはよく知らないというようなことがやは

り起こっていまして、ここに今対応しているところです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の90ページの中段あたり……。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） マイクを、マイク。 

○いとうひろし委員 実績報告書の90ページの中段あたりの交通安全ヘルメット購入費補

助58万2,087円とありますけど、件数を教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） これは、新１年生に渡すものでございまして、562人でご

ざいます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 決算書の197ページ、決算書の197ページの２目 事務局費、右の下
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の下から３つ目ぐらいの需用費のところの消耗品費7,022万7,182円というふうにあります。

その下に10款１項２目から流用ということで、8,215万9,000円流用して、実績として7,000

万円余使ったということで、実績よりたくさん流用されているんですけれども、その辺の

説明と、あと、この消耗品費というのが何かというのもお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 今言われたのは、もともと学習支援ソフトをこちらのほ

うで、流用元のほうから取っておりました。それを8,200万、これはあくまでも見積りとい

うか、設計金額を流用させていただいて、入札で7,000万ぐらいになったということでござ

います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 実績報告書の86ページの一番上、防犯カメラ設置工事事業240万ほどで

すけども、これ、３校で何基ほどつけましたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 各校３つずつ、双峰小学校だけ４基でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 ４、３、３、合計10基ということでよろしいでしょうか。 

（３、３、４、10基ですの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 もう一回、清水さん。 

○清水義昭委員 防犯カメラは全部で何台つけたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） ３台、３台、４台の全部で10台でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） まだまだ質疑は続きますか。 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時５９分休憩 

 

午 後 １ 時 再 開 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 実績報告書の87ページと90ページの小学校、中学校共になんですけれ

ども、振興補助事業の修学旅行キャンセル料等補助で５万前後、両方出ているんですけど、

これは何に使用したのか、内容についてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） まず、小学校でございますが、５小学校につきまして、

修学旅行で発熱されて、保護者の方が迎えに行った高速道路とか、そういったものの費用

でございます。２小学校では修学旅行で、３小学校につきましては野外系活動のうちで使

われました。 

 中学校のほうですが、これは両方とも修学旅行でございまして、２校で迎えに行った高

速道路代と、あと、修学旅行でもキャンセルできない昼飯代とか、そういったものを……。 

 昼食代でございます。訂正させていただきます。大変下品な言葉を使って申し訳ありま

せん。 

 昼食代等に充てたものでございます。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 発熱、人数が分かればお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 小学校のほうが５名で、中学校が２名でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤郁子委員。 

○近藤郁子委員 同じく、同じページの振興費の中なんですけれども、小学校、中学校共

に扶助事業のことで伺います。コロナが影響した方があれば内訳と、対象人数が分かれば

教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） コロナかどうかははっきりしないんですけど、かなり増
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えまして、小中学校合わせて73名ほどが受給対象者となっております。増えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の93ページ、図書館費であります。コロナの影響で入館

者数は、閉めた日数もあって減っているかとは思うんですけども、昨年と比べて。本年度

はどうだったんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 入館者数は、令和元年度と比べまして約６万3,000人の減とな

っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近 修委員。 

○郷右近 修委員 実績報告書の102ページです。給食センター維持管理事業で、老朽化衛

生管理基準に適用するということが書いてあります。食材に関する温度管理の機器改修は

あると思うんですけど、調理する人間に対する改修というのはありましたか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） ２番の栄調理場の浴室等改修工事につきましては、現在、

浴室であったものが、今ですと、シャワーのほうが使いやすいということで、シャワー室

に替えました。そして、最後の洗浄室扇風機設置工事につきましては、今回、夏休み期間

中も給食を出しましたので、それで、熱中症対策として扇風機を取り付けたものでござい

ます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 実績報告書の88ページ、小学校費ではここに載っておりますが、中学

校費でも90ページから91ページにかけて、就学援助の関係のことが載っておりますが、コ

ロナの関係もあってでしょうけれども、ちょっと増えておりますけれども、就学援助のタ

イミングですね。生徒にそういう制度があるよということを知らせるタイミングは、どう

いうタイミングでやっておられるでしょうか。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 基本的には就学前に、皆さん、分からないものですから、

就学前にお知らせする制度がございます。 

 あと、適宜、外国の方が多いんですが、転入があった場合は、その都度、こういった制

度があるということは教えるようになっております。 

 昨年につきましては、コロナの関係もあったものですから、６月に再度通知を出したと

いう形で適度に、基本的にはそういう形ですが、学校を通じて、お子様の状態を見ながら

周知していくということを行っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 この就学援助というのは、生活保護費をベースにして、生活保護の場

合ははっきり生活保護の対象ということで分かるんですけども、準要保護の場合は、生活

保護費をベースにして、今、1.35倍でしたかね。ということで、家族構成とか、アパート

に入っているとか、いないとか、そういうことで変わってきて、なかなか複雑なんですが、

その辺のところがちゃんと現場で分かるような、そういう何か家族構成とか、アパート代

とかと入れていくと対象になるか、ならないかが分かるような、そういう資料とか、そう

いったものは各学校に周知しておるんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 今、ごとう委員が言われるように、いろんなケースがあ

るものですから、全て学校のほうにどういった形というのはお示しすることはかえって混

乱を招きますので、生活が苦しい方につきましては、市役所のほうにまず来ていただいて、

詳しくこちらのほうでお話をさせていただくということを取っておりますので、あまりい

ろんな数字を出してしまうと、学校側が混乱してしまいますので、今はそういった形を取

らさせていただいております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の96ページの７目 文化会館費です。委託のほうの125

ページに指定管理料が出ておりまして、8,626万2,664円ということで、200万円余増額して
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おります。その理由と、昨年度、市民にとってどういうふうにプラスにつながったのかと

いうことをお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） まず、文化会館費の200万円増というのが、すみません、

ふじえ委員、ページのどちらのほうに。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 指定管理料です。ごめんなさい。実績報告書の委託の一覧でいう

と125ページの文化会館費、指定管理料の8,626万2,664円、決算額なんですが、指定管理料

がプラス200万円ほど上がっているかと思うんですが、その理由と、令和２年度、市民に、

コスト面と、市民サービス向上の面、どのように検証されましたか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） 今回の指定管理料の増額につきましては、基本的には、

毎年の収支精算項目になっている公用利用であったりだとか、そういった部分の金額、併

せて新型コロナウイルス感染症の関係で、昨年度については閉館の時期がございました。

そういった中で、閉館期間中についての指定管理料の補塡をさせていただいたものが主立

った増額になります。 

 事業の、いわゆる市民に対しての利用サービス、そういった面につきましては、事業の

数としましては、昨年度に比べても事業数としては増やした形で事業展開のほうは行って

いただいています。ただ、新型コロナウイルス感染症の関係で、多くの事業が中止になっ

てしまって残念ではありましたが、そういった形で事業展開はしておるというような形で、

年度当初は進めておりました。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 同じく文化会館費で、実績報告書の97ページの真ん中あたりに、避難訓

練講演というのがあるんですけど、これ、300人ということは、これは行われたということ

でいいでしょうか、まず確認です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） 今、清水委員がおっしゃられたとおりでございます。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 これは、どこかに委託をして行ったんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） これは指定管理者のほうが行っている事業でございます。

聞いたところでは、市民大学ひまわりさんのほうに委託をしているというふうに聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書の229ページ、給食センターの官民連携手法調査業務委託料で

す。新しい給食センターを設置するに当たっては、従来の課題を解決する機会になるんじ

ゃないかと思っているんですけど、豊明市で行う給食の規模とか、そういったものを造る

ためにどういう面積が必要かとか、そういう基本的な条件の下にこういう委託をやってい

ると思うんですが、さっき私が質問したことなんかにも関わるんですけど、調理員の働き

やすさだとか、いろんな機材の配置の余裕だとか、従来よりも課題が解決されるような条

件なんかは、こういう委託業務に含まれた上で行われているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 資料請求でもございましたとおり、概要版のほうを皆さ

んのほうにお配りしたかと思いますが、こういった形で、当然各種のそういった衛生基準

ですとか、人的な管理基準を満たす形でこの業務を委託しております。その中で、いろん

な運営業者ですとか、調理業者、そういった業者の方からも聞き取り等を行って、運営の

しやすい状況も含めた形で基本計画をつくったことになっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 決算書の221ページの社会教育費、文化財保護費のところですけど

も、文化財保護補助金というのが今回58万円ということで、令和元年度を見ると250万とい

うことで、５分の１ぐらいになっているんですけども、この減少した理由と、どんな活動

の補助が減っているのかということをお願いします。 



- 51 - 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） こちらの補助金については、市内における文化財を保護

していただける事業、または文化継承をしていただける団体に補助を行っているものでご

ざいます。 

 ただ、昨年度については、新型コロナウイルス感染症対策として、多くの事業が中止と

いうような形で実施ができなかった。そういったことでの補助金の減額になっております。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 もう少し詳しく、どういった事業が中止になったのかということを

お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） 例えば大脇の梯子獅子であったりだとか、あとは、地元

の沓掛城址の保存会さんが行われている事業、そういったようなものが中止になってしま

ったというふうにも聞いております。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の95ページの最上段の図書館維持管理事業でありますけ

ども、図書館システム更新関連のシステム料というのは、ＩＣタグとか、そういったこと

でしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） こちらにあります更新関連の費用につきましては、ＩＣタグ

ではなくて、今入れているシステムの前、５年前にシステムを新しく入れまして、そのシ

ステムの更新費用となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 実績報告書の98ページ、下の下段の陶芸の館費の前に、例年だと文化系
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ジュニアクラブの活動の活動日数なんかが書いてあるんですけど、全く活動はなかったわ

けですか。去年とどこか違うところに書いてあるのか、ちょっと教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 分かりますか。 

（文化系ジュニアクラブのの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） こちらの文科系のジュニアクラブについては、ページに

は活動日数までは書いていないんですけれども、実績報告書の91ページのところに文化系

ジュニアクラブへの補助金という形でのお示しはさせていただいてる形でございます。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 実績報告書の94ページをお願いします。図書館の利用状況の表が載っ

ておりますが、真ん中あたりにリクエスト件数というのが載っております。合計で825件と

いうことですけれども、このリクエストへの対応の仕方ですね。これは、リクエストがあ

った場合に図書を購入したりとか、あるいは他館から借りてきてとかいうことがあると思

いますが、それぞれどういうような対応で、何冊あったかというようなことが分かれば教

えていただきたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） この825件の内訳が、ちょっとごめんなさい。資料がなくてお

答えができないんですけれども、今、ごとう委員が言われたとおり、本館で対応できるも

のについては購入で対応しております。そして、本館ではなくて、ほかの図書館から借り

られるものについては、相互貸借で借りて対応しております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 正確な数が分からなければいいんですけど、おおよそ、例えば購入は

７割で、他館から借りるのが３割とか、アバウトで結構ですので、教えていただきたいの

と、それからもう一点、ここにはレファレンスの件数が、私が見落としていなければ載っ

ていないと思いますが、レファレンスも重要な図書館サービスの一つですけれども、その

状況はどうでしょうか。それを２つ併せてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） リクエスト件数の内訳につきましては、後ほど回答させてい

ただきます。 

 レファレンスの件数ですけれども、令和２年度は18件となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） いいですか。 

 ほかにございませんか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 実績報告書93ページの図書館運営事業で、図書館の資料総数は内訳も

載っているんですけど、ほとんど前年よりも少なくなっているので、その理由と、あと、

カセットテープがないんですけど、これは多分なくしたんだと思うんですけど、それをど

うしたのか、あともう一点、栄分室の分の冊数分をどこに移動させたのかをお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 申し訳ありません。 

 もう一度、質問をお願いいたします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 中村委員。 

○中村めぐみ委員 図書館の資料総数が前年と比較して少なくなっているので、その理由

と、カセットテープがなくなっているので、なくしたんだと思うんですけど、それをどの

ようにしたのかという部分と、栄分室が９月30日で閉鎖になっているので、栄分室の分の

本の移動先の内容についてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 資料総数の減につきましては、先ほどお話がありました、委

員のほうからお話がありましたように、栄分室が閉鎖になったことに伴う廃棄本の増加に

よって、資料総数が減っております。 

 カセットにつきましては、年数がかなりたっておりまして、テープが絡んでしまったり

とか、切れてしまったりということで、まとめて廃棄をした形となっております。 

 あと、栄分室で使っていた本の移動先なんですけれども、多くは本館のほうに持ってき

ております。あとは、南部公民館図書室のほうに置かせていただいております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 中村委員。 

○中村めぐみ委員 栄分室の分を、多くは本館で、あと、南部公民館ということだったん

ですけど、児童クラブとか、学校の図書室とかに移動した分はないということなんでしょ

うか。お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 移動した分がないということではないです。栄分室の閉鎖に

伴って持ってきた本のうち、除籍するものもございますので、そういったものについては、

児童館とか、あと小学校とか中学校にお声かけをさせていただいて、希望があったところ

にはお渡しする、こちらから持っていく形でお渡しをさせていただきました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 関連ですか、ごとうさん。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 栄分室に限らず、図書の数が増えてきたので、廃棄していくことはこ

れからもあると思うんですが、廃棄をするときの判断ですね。相当ぼろぼろになっても取

っておかなきゃいけない資料もあるし、そういった判断はどういう形で決定して、廃棄の

決定をしておられるのかというのをちょっと説明お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 除籍の判断につきましては、今、正職と再任用で１人ずつ司

書が図書館におります。それ以外に主任司書という形で、会計年度任用職員さんが３人お

ります。その５人が相談をして、図書の除籍について相談をしております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 その過程で、例えばこういうふうに廃棄したいというようなことを、

例えば図書館協議会で説明をして、了解といいますか、理解を得るとか、何らかの形で市

民がそういう過程に参画していくようなこと、システムは取られていますでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 今、ごとう委員が言われたようなことは行っておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 



- 55 - 

 いとう委員。 

○いとうひろし委員 実績報告書の95ページ、上段のほうの図書消毒機購入169万4,000円

と高額なんですけれども、何台御購入されたんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 図書消毒機につきましては、本館と南部公民館図書室、それ

ぞれ１台ずつで、計２台購入しております。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 資料の１の１、学校給食センターの官民連携手法の調査の概要版で、

この中には新しいセンターの機能として、最近、時々そういうのがあると思うんですけど、

工場見学のように市民が様子を見れるような、見学ができるような機能というのは書かれ

ていないと思うんですけど、そういったことが条件に盛り込まれていた上で調査になって

いるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 全くそういったことを条件づけして今回やったわけでは

なくて、一般的に、先ほども説明したとおり、諸条件を提示した中でやっていただくとい

うことなので、今後、これはあくまでもたたき台ですので、この後に設置する場所とか、

面積が確定した段階で、今、委員さんが言われるようなことも含めた形でいろいろ検討し

て、設計のほうに入っていくということになりますので、これはあくまでも基本的な考え

方の調査になっておりますので、その辺まではちょっと含めておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 先ほどごとう委員のほうから質問がありましたリクエストの

件数についてですが、よろしいでしょうか。 

 実績報告書の94ページの回答となります。 

 リクエストの件数のうち、相互貸出と自館購入分のパーセントは分かりませんかという

御質問をいただきました。相互貸出が約60％、自館購入が約40％となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 
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○ふじえ真理子委員 実績報告書の126ページ、３目 学校給食費の委託料のところです。

ナンバー２、ナンバー３、学校給食配送委託料が、これは長期継続契約で、途中で切れる

ということで２つにまたがって書いてありますが、これを合計しますと1,460万円余の決

算額でした。長期継続契約ということで、コスト節減ということもあるかと思うんですけ

れども、やはり前のときよりもプラス167万円ほど高くなっております。ここの説明をまず

お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 当然、契約というか、入札する前にはいろいろな情報を

集めまして、設計金額を決めていくんですが、やはり今の運送業界は、かなり人件費等も

高くなっておりまして、一番安いところを集めた中で入札をやって、この結果になったも

のですから、なるべくコストを下げるようにしておるんですが、入札の結果なのでやむを

得ないと考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 人件費というお答えがあったんですけれども、これはちょっと決算

と違うか知らないですけど、今年度、令和３年度からは唐竹小の分もなくなるんです。配

送先も減るんですけども、人件費ということで、これだけ上がっていく、しかも５年間の

縛りの長期継続契約になっておりますけれども、やむを得ないということでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 当然、ここまで至るまでに、今、委員さんが言われるよ

うに、こちらサイドとしましても縮減に努めています。ただ、業者によっては、見積りす

ら出せないという業者もあるぐらいなもんですから、ここが一番しようがないところかな

というふうに考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 決算書の231ページの学校給食費のところですけども、上のほうの補償

費と補塡及び賠償金で、賄材料費補償金ということで、流用で325万7,000円、これ、どう

いったものでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 給食が、学校が休校に伴いまして、学校給食がなくなり

ました。その関係で、キャンセルできるものとか転売できるものについては転売していた

だいたんですが、転売できないものにつきましては、やはり補塡しなければなりませんの

で、その補償金になっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 決算書の219ページ、図書館です。219ページの上から７行目の外壁調査

業務委託をかけたと思うんですけども、こちらの調査結果を簡潔にお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 水野館長。 

○図書館長（水野美樹君） 少々お待ちください。 

 外壁調査業務委託料の結果ですけれども、図書館の外壁につきましては、仕上げ剤の浮

きやひび割れ、タイルの浮き、欠損というものが見られるという結果をいただいておりま

す。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 96ページをお願いします。一番上の市史編さん費のところで、市史編

さんのために収集した資料の整理を行ったというふうにありますけれども、この市史編さ

んの資料ですけれども、私が気になるのは、公文書が30年過ぎるとどんどん廃棄されてい

くわけですけれども、その公文書の価値について、行政が必要とする観点と、市史編さん

上、必要とする観点とは違うと思うんですけれども、何らかの協議とか、そういったこと

はされておりますでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） 今、ごとう委員の御質問にあった、そういったことにつ

いての協議はしておりません。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 
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○郷右近 修委員 決算書の229ページです。残飯回収費用が微増なんですけれども、これ

は児童や生徒の食べ残しの様子の影響ではなくて、増税の影響などによるものでしょうか、

どうでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 残飯回収につきましては、作る量は子どもが小食であっ

ても決まった量は出さなきゃいけないもんですから、自然と出る残飯と考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 今の関連、残飯の回収のところですけれども、残飯の量とかという

のは分かるんですか。収集の。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） ただいま持ち合わせていませんので、調べさせたほうが

よろしいでしょうか。 

（時間があればお願いしたいですけどの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございます。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 別のところに。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 残飯回収量ですが、キロですけど、２トン103キロでござ

います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 実績報告書の92ページのとよあけ市民大学ひまわりです。資料ナンバー

８、出していただいて、ありがとうございました。これに対しての質疑じゃなくて、１点

だけ、開催した講座数だけ教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） 131講座でございます。 
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 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 97ページをお願いします。文化会館の関係です。上から３つ目のアス

タリスクのところに文化会館維持管理事業ということで、平成30年度から指定管理者制度

を導入して、民間ノウハウを生かして、市民サービスの向上に努めたというようなことが

書いてありますが、私が見る限りでは、指定管理後、だんだん文化会館の催物が小粒にな

っているというか、以前と比べて大変貧弱になっておりますけれども、ような印象を受け

るわけですけれども、民間のノウハウというのは、この中でどのように発揮されているの

かということが１点。 

 それから、今回、この２年度はコロナがあったわけですけれども、尾張部でも、ほかの

市なんかですと、オンライン講演を発信したりとか、そういった工夫がされておりますが、

豊明では何かそのようなことは検討をされましたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） まず、１点目の民間のノウハウという点でございますが、

実際、今回、指定管理を受けていただいている方というのが、舞台を主に中心に活動され

ている事業所でございます。そういったところから、いわゆる子どもさんだとか、親子の

方たちに舞台の裏の実際の機械の操作だとか、そういったことを実際に体験していただい

て、そういった、いわゆるふだん見たことがないような場所を見ていただいて学んでいた

だく。そんなような企画なんかもやっていただいたりとか、あとは、市内の小学校の方た

ちをお招きして、そういったことの舞台の裏とか、そういった部分を実際に体験していた

だく、そのような事業もやっていただいています。 

 また、２点目のオンラインですね。すみません。昨年度については、オンラインといっ

た講座はやっておりません。実際にやり方としては、新型コロナウイルス感染症対策とい

うことで、いわゆる席であったりだとか、そういった部分の、いわゆるソーシャルディス

タンスを取るような工夫であったり、消毒、あとは、いわゆる体温を測ったりする、そう

いった機械も入り口のところに設けたりとかして、感染対策を徹底した上で館を利用して

いただく、そのような活動をさせていただいたというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 先ほど残飯の量なんですが、大変申し訳ございません。
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表を見誤っておりまして、正式な数は36トン210キロでございます。すみません。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） もう一回、ちょっとお願いします。 

○学校教育課長（髙木安司君） ３、６、210キロです。36トンです。３万6,210キロでご

ざいます。どうもすみませんでした。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 決算書の201ページです。教育振興補助事業の中の貸付金ふるさと

応援奨学金、入学金を支援するやつです。実績報告書でいうと85ページの上になります。

これは毎年聞いているんですが、７款のふるさと応援寄附金、これ、また240万ほど、寄附

金の一般の方が、ここの入学支援金に使ってよというふうでありますが、ここに充当され

ましたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） これ去年も聞いていただいたんですが、去年、回答がち

ょっと私、舌足らずで大変申し訳なかったんですけど、今、ふじえ委員が言われるように、

このふるさと応援寄附として200万ぐらい頂いております。それが、市のほうでは300億ぐ

らいの一般財源のほうに組み込まれます。その一般財源を財源としていろんな事業に振り

分けられますので、当たっているといえば当たっているんですが、国費を充てるように財

源振替等はしておりませんので、100％どうかというと、ちょっとはてななんですけど、私

どもとしては、こういった頂いた意思がございますので、これをなるべく反映する形では、

この制度は使っていきたいなと思うんですけど、今言われたように、財源になっておるか

どうかというのは、一般財源から持ち出していますので、はっきり言うことはちょっとで

きません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

 萩野課長、今、手を挙げました。 

 ちょっと待ってね、ふじえさん。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 今の補足なんですけども、ふるさと納税のほうは、一般財源

として寄附を受けておりまして、一般財源として、関連の事業の一般財源に使わせていた

だいているということになります。 
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 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の139と140です。工事費の一覧のところで、下の閲覧す

るところでなかったものを、ちょっと種別が分からないので教えてください。10款の、139

ページの上から左にナンバーがあるんですけども、順に１、２、４、11、12、16の種別を

お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 入札の方法ですかね。 

（そうですの声あり） 

○学校教育課長（髙木安司君） １番が指名競争入札です。２番が随契でございます。４

番が見積徴集の入札でございます。見積徴集でございます。11番が入札でございまして、12

番が随意契約でございまして、16番が見積徴集でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 続けて、隣の中学校費のところも、140ページですけれども、番号で

言わせていただくと、１、２、３で、４項 社会教育費、少年対策費のところは、２をお

願いします。４つです。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） それでは、中学校費の１、２、３につきましては、３件

とも見積徴集でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 深草課長。 

○生涯学習課長（深草広治君） 社会教育費の２番につきましては、指名競争入札でござ

います。 

 以上でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 
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○ふじえ真理子委員 ありがとうございます。 

 先ほど教えてくださった139ページの小学校の一番上の三崎小学校のエアコン設置工事、

こちらは指名競争入札ということで、下で分からなかったんですけれども、工事一覧に出

ていましたっけ。すみません。要は、落札率を教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 髙木課長。 

○学校教育課長（髙木安司君） 77％でございます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて10款 教育費の質疑を終わります。 

 ここで、理事者側の説明者の入替えのため、暫時休憩といたします。 

午後１時３８分休憩 

 

午後１時４３分再開 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、11款から14款までの説明及び質疑を一括で行うこととしてよろしいか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、11款から14款まで

の説明及び質疑を一括で行うことといたします。 

 11款から14款までの説明を願います。 

 宇佐見部長。 

○経済建設部長（宇佐見恭裕君） 11款 災害復旧費について御説明させていただきます。

実績報告書の104ページをお願いいたします。 

 １項 農林水産施設災害復旧費と２項 公共土木施設災害復旧費については、いずれも

予算執行はございませんでした。 

 以上で11款の説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 小串部長。 

○行政経営部長（小串真美君） それでは、12款 公債費の御説明をさせていただきます。 

 12款 公債費、１項１目の元金は、決算額12億3,749万3,408円、前年度比103.9％で、前

年度より4,610万4,943円増額いたしました。 

 続きまして、その下の２目の利子でございますが、決算額5,317万7,907円、前年度比80.0

％で、前年度より1,328万947円減額しております。 
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 続きまして、106ページをお願いいたします。 

 13款 諸支出金、１項１目の財政調整基金費は、任意積立て、２目 教育施設建設及び

整備基金費は、毎年2,000万円以上の条例積立て、３目 公共施設建設及び整備基金費は任

意積立て、４目 減債基金費は、利息の積立てでございます。５目 森林環境譲与税基金

費は、譲与税交付額から上松町の木工製品の購入費用を除いた額を積立て、６目 福祉基

金は、任意積立てとなっております。 

 107ページをお願いいたします。 

 14款の予備費につきましては、決算額はゼロであります。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 11款から14款までについて質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 105ページの公債費ですけれども、これは新たに始まったものというの

は、件数と金額、分かれば教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 公債費のほうで新たに始まったものは、全部で７件ありまし

て、金額としては、約ですけども5,300万ほどになります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 106ページ、実績報告書の106ページ、２目の教育施設建設費の整備基金

と公共施設は、毎年１億、２億、ここで４億となるんですけども、そして、福祉基金のほ

うは、新たに９億積んだ。ちょっと理由だけ教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 教育と公共のほうは、今後、公共施設を更新なりしていくた

めに積んでおります。福祉基金のほうは、新型コロナ対策や、今後、高齢化などで扶助費

のほうが伸びていくことが見込まれますので、そういったものに対応するために積んでお

ります。 

 以上です。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 今のところで、これ、基金の決算額を合計すると30億ぐらいになるん

ですけど、考えられないような大きな金額になります。ただ、財調については、取り崩し

た分の積み戻しという部分もあると思いますが、いずれにしても相当な大きな額の積立て

ができておるわけですけど、こういった金が浮いてきた、その背景というのはどういうふ

うに財政としては分析をしておられるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 今後使うというんですか、未来の方のために使うための基金

となりますので、積み過ぎとか、そういうことは思っておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 私がお聞きしたのは、今後のためにあったほうがいいのは当たり前の

ことで、それは分かっているんですよ。要は、こういう金が捻出できるのは、何か原因が、

財源があって、これが捻出できておるわけですので、どういうふうにして捻出ができたか

ということについての分析をお願いしたいということです。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 一般財源となりますので、入札の残とか、国とかがそれなり

に普通交付税とかで一般財源として措置をしていただいておるものですから、そこら辺と

なると思います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて11款から14款までの質疑を終わります。 

 以上で一般会計の質疑を終結いたします。 

 ここで、理事者側の説明者の入替えのため、10分間の休憩といたします。 

午後１時４９分休憩 

 

午後１時５９分再開 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 最後に総括的な質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 都市計画税の充当、課税状況で、実績報告書10ページがいいと思う

んですけど、地方債の償還額6,000万ぐらいありますけども、過去の都市計画事業の市債の

償還だと思うんですけども、主な事業のどういった市債があるのか。 

 それから、昨年と比べると、これも1,000万以上増えているんですけども、昨年度よりこ

れが増えている理由をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 資料の数字がちょっと間違っておりましたので、訂正のほう

をお願いしたいんですけども、資料ナンバー11の７の都市計画税の充当事業の内訳なんで

すけども、真ん中よりちょっと下に下水道、資料ナンバー11の７です。いいですかね。 

 下水道事業の金額のほうなんですけども、資料のほうは４億5,866万4,000円となってい

るんですけども、正しくは４億8,566万4,000円で、５と８がてれんくれんなっていますの

で、その下の括弧の数字も同じように間違っておりますので、訂正のほうをお願いします。 

 今の御質問なんですけども、主な事業としては、前後駅前デッキの耐震事業ですね。あ

と、過去に平成14年頃の前後駅南の道路の関係の起債です。あと、大原公園の整備事業も

入っております。 

 増えた理由のほうは、最初に言いました前後駅前デッキの耐震事業の費用が入っており

ます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 まず、先ほどごとう委員のお話にもあったような観点で自分も気にな

っておったんですが、要は、国からコロナウイルスに関わる影響で特別な交付金が出たり

しているということと、あと、それが基で逆にお金が余っているようではいけないなとい

う目線はあるんですが、一方で、先ほどの説明にあったとおり、執行できなくて、お金が

仕方なく余ってしまった部分もあると思っています。13億積んだというのはあるんですけ

ど、それを考えると、財政調整基金の年度末の比較で見た元年度末と２年度末で４億3,000

万円、金額が減少しているという比較で見て、その分、独自のもともと持っていた市の財
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源も積極的に使って事業を行ったというふうな理解が正しいのかどうか、市の思っている

ことをお聞かせいただければと、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 財調の年度末残高に関しては、そこまでは減ってはいないん

ですけど、元年度の末が約ですけど39億6,000万で、２年度の末が39億5,000万ですの

で、1,000万円も減ってないような形にはなっております。減った分に関しましては、そう

いった事業に使われておるということになります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 決算状況カードを御覧いただきたいと思います。裏側のほうです。右

の一番上に人件費がありまして、人件費の一番右側、経常一般財源35億ちょっとの数字が

載っておりますが、これが増えたことが経常収支比率を計算するときの分母が大きくなっ

たということで、経常収支比率が上がる原因にもなっておるんですけども、35億というの

は、前年が26億ですので、９億ぐらい増えておるわけですけれども、この理由は何でしょ

うか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） ここの一般財源というのは、人件費のほうから特定財源を引

いた額にはなるんですけども、主に増えた理由というのは、会計年度任用職員ですね。そ

この部分が、例年、物件費と扶助費のほうに入っておりましたので、その部分が８億円ほ

ど人件費のほうに入っておりますので、その関係で増えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 ということで、会計年度任用職員が原因ということでありますと、今、

物件費と扶助費のほうからというのはちょっと初耳でしたけれども、扶助費のほうからも

人件費のほうに今回の決算統計では移っているということですけれども、扶助費のほうは、

前年と比べると４億ぐらい扶助費は増えておるんですよね。会計年度任用職員が抜けたか

らといって扶助費が減ってるわけではない。 

 それから、物件費のほうも前年が37億に対して、35億で２億程度しか減っていない。そ
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うすると、会計年度任用職員で９億も人件費のほうに移っていきながら、移っていった元

のところがそんなに減っていないという、特に物件費なんかはそんなに減っていないとい

うのは、これはどういう事情によるのでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） まず、扶助費のほうは、幼保無償化の関係の費用が入ってお

りますので、そこら辺の絡みになります。 

 物件費のほうは、ＧＩＧＡスクールの関係ですね。小中学校の生徒用のタブレットを１

億9,000万ほど購入しておりますので、その部分が増えておりますので、そこら辺の絡みで

こういう結果になっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 今の決算カードですが、令和２年度の経常収支比率は85.9％で、昨年度

は83.1％で、これは県内の順位は何位ぐらいになりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 名古屋市を除く37市で９番目、９位になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ９位、昨年よりは下がったということですね、じゃ。昨年は６位でした

ので、そういうことで理解すればいいですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 下がっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 じゃ、今の経常収支のことでちょっとお伺いしたいと思いますが、決

算審査意見書の６ページ、７ページあたりに載っておりますが、７ページのほう、経常収

支比率が上がった理由として、人件費増というのがあるわけなんですけれども、2.8ポイン
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ト上がった理由というのは、この表で見ると人件費、７ページの表で見ると、人件費のと

ころが元年度は18.8％が24.5％になっておるんですよね。扶助費が若干減っておりますけ

れども、それ以上に人件費が増えているということで、経常収支比率がこれだけ上がった

というのは、人件費が増えたという、そういう解釈でよろしいんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 経常収支比率は、経常的な経費ということになりますので、

今までは、会計年度任用職員が臨時職員ということで、臨時的な経費ということでカウン

トされていたんですけども、２年度からは、経常的な経費でカウントしなさいよというこ

とになりましたので、その部分で増えているということになります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほど都市計画税の地方債償還額なんですけども、先ほど３点、前

後駅前と道路と大原公園ということだったんですけども、そこの金額は幾らか、ちょっと

聞きそびれたので、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） すみません。まず、大原公園の方が約1,000万円、前後駅南の

道路整備が約ですけど3,400万円、駅デッキのほうが約1,400万円となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ちょっと臨財債のことをまとめたいんで、累計などの数値をちょっとお

聞きいたしますけれども、令和２年度までの発行累計額と償還累計額をそれぞれ教えてく

ださい。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 令和２年度までの累計なんですけども、162億1,900万円にな

ります。２年度までの償還の累計のほうは、約ですけど71億5,000万円になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 三浦委員。 

○三浦桂司委員 交付税算入額の累計と、令和２年度までの残額もちょっとお願いしたい

です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） ２年度までの交付税に算入されている累計なんですけども、

約79億3,000万円となります。臨財債の残額ということなんですけども、令和２年度末で

約100億9,900万円、約101億になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 臨財債絡みですけれども、決算状況カードの裏側、もう一度、先ほど

経常収支比率のところを見ていただきたいんですが、裏側の上から３分の１ぐらいの一番

右側のところです。経常収支比率85.9％で（91.4％）、この括弧の91.4％というのは、臨

財債を入れるとこうなるとかというようなことだったかなと思いますが、ちょっとその点

について説明をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 臨財債の分を除くと、この括弧内の数字になるということに

なります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 資料ナンバー11の３の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金についてですけども、これは昨日聞いたときに、医療従事者ありがとう応援金のと

ころで、一般財源であり得るものを上げたということで、実際には当たっていないような

ふうな回答をいただいたんですけど、確かに合計を見ると、総事業費のほうが多くなって

いますので、そういう事業もあるのかなと思うんですが、この事業の、このうちどれぐら

いが交付金に当たっているのかとか、そういったものというのは把握していないでしょう

か。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小串部長。 
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○行政経営部長（小串真美君） 昨日、健康福祉部長からも御説明させていただいたんで

すけれども、今見ていただいている一番下の合計額のところの総事業費のところが、この

たび私どもの一般財源のほうの総事業費として、新型コロナウイルス感染症の臨時交付金

に充てる合計額で、右側の交付金総額というのが、国のほうから頂ける金額ということで、

この差額が最終的に一般財源のほうで持っていく事業になるんですけれども、各事業にそ

れぞれどういった金額を充てていくということは算出する必要もないですし、私どもの事

業の行動として、こういった事業を計上してやっていますよということですので、そうい

う理解をしていただけるといいかなと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 ちょっと確認ですけど、国の報告書類、交付金の報告書類には、そ

ういった各事業でどれぐらいというのはないということでよろしいですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小串部長。 

○行政経営部長（小串真美君） 案分するような形で数字のほうは出していきますけれど

も、実際にその事業に細かく幾ら出たということは持っておりませんので、そういう理解

をしていただきたいなと思います。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 先ほどの監査委員報告書の７ページ、経常収支比率のところにちょっ

とこだわるわけですけれども、真ん中あたり、経常収支比率として監査委員の意見が書い

てあります。通常70から80％に収まることが望ましいけど、豊明市は85.9％で2.8ポイント、

会計年度職員が原因で上がったということで、85.9％で80を超えている。しかも、先ほど

の決算状況カードの括弧書きで見ると91.4％、臨財債を除くと、市の自力のといいますか、

経常収支比率は90％を超えているというような状況ですが、この状況について、財政当局

としてどのように見ておられるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 先ほど三浦委員のときに順位のほう、県内なんですけど、順

位のほうをお答えして、９位ということで、上がっているのは、先ほども言ったとおり、

分類の仕方が変わりましたので、どこの市町も同じ状況ですので、順位としては県内でも
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上位にいますので、特に、このような状態で行きたいなとは思っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 今の経常収支比率は、皆が悪ければ怖くないみたいな、そんな御回答

かなというふうに思いますが、先ほどちょっと話が出ました幼保無償化の関係です。これ、

担当課のときに質問をいたしましたけれども、幼保無償化が今年度から通年になりました。

前年度というか、元年度は下半期だけでしたけれども、２年度は通年ということになりま

した。それで、いろいろ保育料が入ってこなくなったりとか、逆に給食費が入ってくるよ

うになったりとか、国から負担金が来るんですかね。とかというのは、いろいろ入、出が

あって、要するに、それ以前と比べてどうなのかというふうに、損益はどうなのかという

ふうにお聞きしましたところ、1.1億のマイナスで、それについては、交付税等で補塡され

ておるんではないかというような回答でしたけれども、幼保無償化の損益について、財政

としてはどういうふうに把握をしておられるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） ２年度からは、幼保無償化に関しては、昨日もあったんです

けども、国庫と県費で対応して、その残った分に関しては、消費税交付金ですね。それと、

それでも足らない部分は、交付税で全額賄うということになっていますので、昨日も需要

額のほうの増えた理由というのが、幼保無償化の関係で増えておりますので、その分、国

のほうは需要額のほうで見ておりますので、損益としてはないということで、財政のほう

としては思っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 担当のほうでは１億1,000万ぐらいマイナスだということでしたけれ

ども、１億を超える需要額の増があったというふうに解釈をしてよろしいんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） １億マイナスというか、消費税交付金のほうも増えておりま

して、その部分で社会保障費全体に一般財源のところに充てております。交付税の世界に

なるんですけども、その部分を歳入のほうで、入側のほうで消費税交付金の社会保障費部



- 72 - 

分は全額見られております。全額見て、需要のほうで増えた分を差し引きしてやっており

ますので、全額見ているということになっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 話があっちこっち飛びますけれども、７ページの市債残高のところを

ちょっと御覧いただきたいと思いますが、実績報告書の７ページです。この下の表で、借

入先別の状況ということで、これはおととしまでは、金利別にこれが整理してあったんで

すね。起債といっても非常に金利の高いものから低いものまでありますので、この中で、

高いほうから徐々に償還が済んできて、前は６％、７％なんていうのがありましたけど、

今はもっと下がっているんじゃないかなと思いますが、今の最高の金利のところはどのく

らいなのか、全体の割合としてはどのくらいを占めているのかということを教えていただ

きたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 市全体でいきますと、下水道のほうになりまして、下水道の

ほうで一番高いのが5.5％になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 普通会計のほうは。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 

○財政課長（萩野昭久君） 一般会計のほうになりまして、一番高いのが2.7％、その次

が2.1％です。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほどの地方創生の臨時交付金についてなんですけども、先ほど案

分して計算してあるというような説明だと、やはり応援金にも一部当たっているのかなと

いうことと、あと、ちょっと細かく見ていくと、本当にコロナだからというよりも、児童

クラブ室の整備とか、二村台小学校のトイレ改修とか、これはコロナだからというのとち

ょっと関係ないように見られるものもあるんですけども、１点だけ、ちょっとお聞きした
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いのは、47番目の学校保健特別対策事業費補助金、これがかなり金額が高いんですけども、

これは何に当たっているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小串部長。 

○行政経営部長（小串真美君） まず、先ほど申し上げた案分というお話は、それぞれの

事業費に対して出すとすれば案分ということで、国のほうには、一番下の合計額が行きま

すので、今おっしゃられたようなことはないかなと思います。 

 それから、各事業の、これはコロナにということなんですけれども、一応国のほうが示

しているＱＡとか、確認のほうをして、こういった事業が当たるという判断をしておりま

すので、今御指摘があったトイレのようなお話も対象にはなってまいります。 

 それから、御質問いただきました47番の学校保健特別対策事業費補助金なんですけれど

も、こちらは、ＧＩＧＡスクール関係で、ＧＩＧＡスクールの補助金の対象にならなかっ

た部分、事業支援ソフトだとか、そういったものが対象になっております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 経常収支比率とか、今、県内で下がっても、決算財政４指標から見ても

健全であって、財政は大丈夫であるという認識ですか。これ、部長か副市長、答弁をお願

いします。財政は大丈夫だという認識か。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小串部長。 

○行政経営部長（小串真美君） もちろん大丈夫だと思っております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 アセットマネジメントの関係でお尋ねをいたします。今、市の計画で

は、いわゆる従来の自己保全型から予防保全型へ切り替えることで、何十億だったか、ど

れだけだったか、金額は今は正確に思い出せませんけれども、相当な金額が予防保全型に

切り替えることで浮いてくるという計画になっておるんですよね。 

 それで、その計画ができたのは、もう三、四年前ですので、毎年、きちんきちんと予防

保全型でこれだけ浮いたということをきちっきちっと出していかないと、切り替えたこと

によってどれだけの効果があったかということが把握できないわけですけれども、令和２
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年度の決算については、この１年間で予防保全型に切り替えたことで幾ら、今後の施設更

新費が浮いたことになるというふうに把握をしておられるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 小串部長。 

○行政経営部長（小串真美君） アセットマネジメントの関係で、自己保全型から予防保

全型ということで、今後、将来に係る経費を抑えていくという計画を持っております。 

 ただ、現実的に計画のほうに一部施設名も出ておりますが、なかなか着手できていない

状況がございます。段取りとして、個別施設計画、施設ごとの長寿命化計画というのが、

このたび整って、それを公共施設管理課のほうで具現化して、今後、実施計画に落として

いくという段階になっております。 

 施設全体の整理を、アセットの計画ができてから、今おっしゃっていただいたように何

年かたっておりますので、これは年数を並べて確認しているんですけれども、今この段階

で予防保全的に大規模改造を入れたほうがいいのか、それとも残りの寿命を考えて、事後

保全で施設の寿命まで持っていった方がいいのか、一部の施設は、そういう段階に来てお

りますので、こういったことも併せて今後やっていきたいと思っております。 

 御質問の令和２年度の決算の中で、予防保全に切り替えたことで幾ら浮いたかというと

ころは、２年度については、今、計算をしておりませんので、ちょっとお答えできません。

申し訳ありません。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 以上で総括的な質疑を終わります。 

 ここで、理事者側の説明者の入替えのため、暫時休憩といたします。 

午後２時２７分休憩 

 

午後２時３３分再開 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、認定議案第２号 国民健康保険特別会計について説明願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） それでは、国民健康保険特別会計の令和２年度決算につ

いて御説明申し上げます。 

 歳出から説明いたしますので、実績報告書の144、145ページを御覧ください。 
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 主なものについて御説明いたします。 

 初めに、１款 総務費です。１項１目 一般管理費、決算額7,360万7,847円は、前年度

より約260万円の増額。 

 ２項１目 賦課徴収費、決算額2,953万5,014円は、前年度より約1,260万円の増額です。

保険証一斉更新に係る郵送料や電算関係委託料、そのほか、法改正に伴うシステム改修な

どによるものです。 

 続きまして、２款 保険給付費です。国保加入者の医療費などの支出額で、２款全体で

の決算額41億6,146万3,534円は、歳出総額のおよそ68％を占めております。前年度と比較

し、１項 療養諸費の各項目で減額となった一方で、２項１目 一般被保険者高額療養費

は約4,000万円の増額となりました。 

 次のページ、上から３つ目、６項 傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により令和２年度に新設した給付で、決算額は５万262円でした。 

 続きまして、３款 国民健康保険事業費納付金です。３款全体の決算額で17億4,469

万7,324円、前年度より約8,260万円の減額でした。 

 次に、４款 保健事業費は、特定健康診査や医療費適正化などに係る事業費で、前年度

とほぼ同額となっております。 

 その下、５款 基金積立金です。令和２年度は2,468万円を国民健康保険財政調整基金へ

積立てをいたしました。令和２年度末現在の基金残高として１億9,161万3,464円となって

おります。 

 続きまして、委託料の説明をいたします。２枚めくっていただき、150ページを御覧くだ

さい。 

 主なものについて御説明いたします。 

 ２つ目の表、２項１目 賦課徴収費、電算関係委託料のうち、国民健康保険税電算事務

委託は、２年に１回の保険証更新作業により、前年度より330万円ほどの増額となっており

ます。 

 １つ飛んで、３つ目と４つ目、いずれも法改正に伴うシステム改修を行ったものです。 

 ４款１項 特定健康診査等事業費の健康診査委託料では、集団方式による特定健診委託

が前年度より約220万円の減額でした。新型コロナウイルス感染症の影響による受診者数

の減によるものです。 

 次に、充用について御説明いたします。 

 実績報告書の10ページ、最下段を御覧ください。 

 総務費、運営協議会費の国民健康保険運営協議会委員報酬に３万円を予備費から充用さ
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せていただきました。新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金新設の審議のため、急

遽、協議会の開催が追加で必要となったためです。 

 以上で歳出の説明を終わりまして、引き続き歳入の説明をいたします。 

 決算書の250、251ページをお開きください。 

 １款 国民健康保険税です。一般被保険者の現年度課税分については、調定額、収入額

共に前年度より減額となっています。被保険者数の減少及び保険税の減免などの額の増に

よるものです。保険税全体の収入額としましては、次のページ上段、収入済額12億6,813

万8,796円で、前年度と比較して2,630万円ほどの減収となりました。 

 次に、２款 国庫支出金です。１項１目 災害臨時特例補助金629万5,000円は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による保険税減免額の約６割に相当する額を国が補塡するもの

です。 

 ２目 社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,141万1,000円は、オンライン資格

確認導入に係るシステム改修費用に対する補助金で、補助率は10分の10となっております。 

 次に、３款 県支出金です。１項１目 保険給付費等交付金の収入額は、保険給付費に

充てるための普通交付金が41億3,220万8,366円、保険者努力支援分などの特別交付金

が8,673万2,000円でした。 

 次のページ、254、255ページをお願いいたします。 

 ５款 繰入金です。１項 一般会計繰入金は、合計で５億5,174万5,038円、前年度より

約4,690万円の減額となっております。主に財源不足を補うその他一般会計繰入金を減額

したことによるものです。 

 ２項 基金繰入金です。国民健康保険財政調整基金から1,245万3,000円を繰入れしまし

た。 

 以上で国民健康保険特別会計の説明は終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第２号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 まず、初歩的なところから、短期保険証とか資格証明を毎年発行して

いると思うんですが、令和２年度、短期保険証と資格証明書と、それから、保険証を交付

できなかった人もいるんじゃないかなと思いますが、その人数について教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 



- 77 - 

○保険医療課長（伊藤克代君） ごとう委員おっしゃったとおり、資格者証については発

行しておりません。短期保険証ですが、対象の世帯数として97世帯、そのうち57世帯の方

が窓口なり電話なりで相談していただいてお渡しできておりますので、まだお渡しできて

ない方が40世帯ということになっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 今の関連で、保険証を取りに来ないのは相手が悪いと言えば悪いんで

すけども、取りに来れないような事情もあって、そういうことになっておるんだろうと思

いますけれども、そういった方々の受診とか、そういったことについてはどのようになっ

ているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 短期保険証などで手元に保険証がないということで、お

医者さんにかかられたときに、お医者さんのほうから問合せがあることはあります。資格

がない方ではないので、聞いていただければ保険証はすぐお渡しできますと。そのときは、

別に本人が来れない状態であれば、代理の方でもその場合は、とにかく来てもらうなり、

通常でいえば電話での相談でもいいんです。とにかく接触を持ちたいということでの短期

保険証ですので、保険証を渡すのを拒んでいるということではありませんので、そのよう

に対応させていただいております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 大変親切な対応だと思いますけど、そういう対応をするというような

ことは、取りに来られないような方に、市の姿勢として周知はされておるんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 更新のときにもちろん手紙を出して通知はして、取りに

来てくださいというようなお手紙は出していますし、期日までに来られなかった方につい

ても、期間を置いて、何度かお手紙を送らせてはいただいております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 実績報告書の143ページです。収納した調定額と収納率です。収納した

中で、滞納による差押えの件数は分かるでしょうか。それとも徴収のほうで聞かんと分か

らないですか。お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 加藤課長。 

○債権管理課長（加藤健治君） 差押えの件数は、国保税に関しては200件です。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の147ページの上から４つ目の傷病手当金についてです。

会社を休んでということなんですけども、給与が受けられなかった期間というのは、把握

されていますかということと、これを支給された方が復職されたのか、離職されたのか、

そういったことは把握されているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） そもそも、この傷病手当金というのが、出勤する予定の

日にちの部分がお休みされて、給与が支払えなかったということを、会社のほうでの証明

も頂いて払うものになりますので、そういったことを確認をして支払いをさせていただい

ている。なので、休んですぐ出るものではなくて、大体は御本人がもう元気になられて、

来れるようになってからの申請というパターンでした、２件とも。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 先ほどの続きで中身なんですけど、前の前の年は４件、前の年だと23

件、差押えの不動産の実績があると思うんですが、令和２年度の実績を見ると、処分費が

たしかゼロになっていると思うので、令和２年度は国保の滞納の差押えで、不動産はなか

ったということでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 加藤課長。 

○債権管理課長（加藤健治君） 滞納処分費がゼロなどは、滞納処分費については、差押

え等するときには、差押えの調書で差押えをするので、滞納処分費の支出はございません。



- 79 - 

基本的にはございません。令和２年度の不動産の差押え件数は14件です。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の146、147ページの４款 保健事業費の中のジェネリッ

ク医薬品のことでお尋ねします。 

 この後発医薬品の使用率、前年度は何％で、今年度、令和２年度、どのぐらいの率にな

ったでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 利用率ですね。今年度は74.7％、数量ベースで74.7％で

した。前年度は72％でした。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 実績報告書の146ページで、先ほどお話が出た傷病手当なんですけど、

これは条例にもあったとおり、被雇用者が２件いたということでよろしいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） そのとおりです。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 ページ数はないんですけど、豊明市が愛知県下で医療費が何番目ぐ

らいになっているか。前年度と比べてどういうふうになっているか、お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） １人当たりの医療費でいいますと、令和２年度は、県か

ら上位から２番目、高いほうから２番目でした。前年度、令和元年度ですが、ちょっとお

待ちください。令和元年度は、１人当たり医療費で、上から７番目でした。高いほうから

７番目でございました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 実績報告書の146ページです。財政調整基金の積み上げによって、２年

度全体で総額は幾らになっているか分かりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 聞こえました。大丈夫です。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） ２年度全体で、差引きの残高でよろしかったですか。 

（そうですの声あり） 

○保険医療課長（伊藤克代君） ２年度末現在で基金残高としましては、１億9,161万3,464

円です。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 たしか資料で残高は請求した資料にあったかと思いますけど、加入者

数が前年と比べると400人ぐらい減っているんですかね。それで、コロナで、むしろ増えて

いるかなと思ったら、加入者数が減っているということですけれども、そのことと、それ

から、７割、５割、２割の軽減の数も前年と比べるとやっぱり500人ぐらい減っていますけ

れども、こういう現象というのは、どういうふうに解釈したらいいのか、ちょっと説明を

お願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 被保険者数の減少につきましては、ここ数年、ずっと毎

年減少傾向です。去年１年も確かに400人弱、減りましたけれども、そのうちの年度前半で

一番コロナが一旦すごく問題になって、いろいろ自粛とかかかったときには、半年前半で60

人ぐらいしか減らなかったんです。なので、会社を辞められて、あるいは国保に移ってき

て、通常ですと、また新しい会社に入って抜けていく方が多いんですけども、それができ

ずにずっと国保に残っているという方が多かったので、結果的には400人弱減りましたけ

ども、こちらとしては、もっと減る予定だったものが減らなかったという認識でおります。

軽減の方の人数が減ったことについては、やはり被保険者数全体が減っていることと、あ

と、国保に入られてくる、会社を辞めてこられる方なので、前年の所得はあるということ

で、軽減の対象にはなかなか入ってこないということがあったかと思います。 

 以上です。 



- 81 - 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 実績報告書の144、145ページの２款 保険給付費、２、高額療養費

の１、一般被保険者高額療養費、先ほどの御説明で、対前年度比ではアップしているんで

すが、支給の件数としては100件ほど減になっております。これは、例えばコロナで手術が

後回しになったとか、そういったことなんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 件数が100件ほど減ったことについての原因は、ちょっと

よく分からないといいますか、被保険者数が減っていることもありますし、必ずしもコロ

ナの影響ということではないかなとは思っています。ただ、金額が増えたことについては、

超高額な医療費のかかった方が複数人出られて、金額自体は増えたということです。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 あと、国保税、県の流れとして年々上がっていく傾向にはあるんで

すが、激変緩和措置が令和５年度までで、昨年度の決算の委員会的に、それが早まるかも

しれないような御答弁を記憶しているんですが、令和２年度にそういった変化というのか、

何か情報がありましたらお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 事業費納付金の激変緩和の措置のことだと思いますけれ

ど、全体では令和５年度までです。ただ、個別の市町村への激変緩和、金額を減らすとい

うのは、年々減ってきておりまして、令和２年度ですと、豊明市の場合は4,600万円ほどの

個別の支援を受けて、激変緩和を受けて減らしていただいているんですが、令和元年度が

１億を超える金額を減らしていただいていたことを考えると、かなり減っていると。ちな

みに先の話ですけど、令和３年度は、もう個別の支援はゼロになりまして、ただ、県全体

での減額ということは令和５年度まで続きますので、激変緩和の措置は受けているという

ふうに解釈しております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 
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○ごとう 学委員 147ページの下から３つ目の表ですけれども、細かいことですけれど

も、医療費通知が年６回されるということなんですけれども、これはもらう側からいうと、

医療費通知をもらっても、高いから、あんまり医療機関へ行かないようにしようとかとい

う、そういう心理ではなくて、国保税、高いから、幾らか元が取れたなみたいな、そうい

うふうに少なくとも私は思ってしまうんで、ほかの人もそういうふうに思う人がいるんじ

ゃないかなと思って、逆効果じゃないかなと思うんですけれども、これは調整交付金か何

かをもらうのにこれが義務づけられておるとかというようなことがあったかなと思うんで

すが、その辺のところは、今でもそういうことでやらざるを得ないということなんでしょ

うか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 医療費通知については、見て、余分なお金、余分なとい

うか、高いお金を使っているから医者にかかるのはやめようとか、そういう意図で送って

いるものではなくて、あくまでこれだけかかりましたので、中には、その通知を見て、い

や、自分こんなに払ってないのにと、医療機関のほうの請求の誤りとかの発見とかにもな

りますので、そういう意図で送らせていただいております。 

 ごとう委員おっしゃったように、国からの調整交付金の中で、医療費通知の分について、

年６回以上送付しているという条件がありますので、６回送付させていただいております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 実績報告書の143ページですが、保険税の調定、現年度分で元年と２年の

差額を見ますと2,579万7,000円、減額になっています。この要因というのが、恐らく被保

険者数の減ということだと思いますが、昨年、令和２年４月１日から一部改正で、３割が

のうなって、限度額が58から60万円に上がったということで、ここら辺の影響というのか、

その分析というのはされましたでしょうか。どう影響してるのか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 令和２年度、税率改正をさせていただいております。限

度額もたしか引き上げさせていただいているかと思います。それでもなおかつ被保険者数

の減っていくほうのが影響が大きいということと、あと、令和２年度は、以前よりは被保

険者数の減りが少ないんですけども、先ほど言ったコロナの関係の減免だったり、あるい
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は会社を辞められてきての離職者軽減だったり、そういったものを受けられる方が令和元

年度と比べて非常に多くて、その分の調定額が減っておりますので、マイナスという形に

なっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 149ページですけれども、149ページの一番上の一般被保険者保険税還

付金、これは前年以前に遡って国保の資格を喪失した場合に国保税を還付したということ

ですけれども、例えば社保に入っているのに国保のほうも入っていて、国保税から給付し

たというような、そういうようなことなのかどうかということと、それから、もしそうだ

とすると、国保で給付した分の還付といいますか、払戻しをしてもらわなきゃいけないと

思うんですが、そういったことは行われておるんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） こちらは、あくまで税金の還付金のほうになりますので、

遡って資格を喪失したり、遡って所得更正があったり、あと、令和２年度については、コ

ロナの減免の関係も令和元年の分が少々、少し入っておりますけれども、遡って資格を喪

失された方については、当然資格のない間に国民健康保険証を使われて給付を受けられた

場合には、その分は、不当利得ということで御本人さんのほうに請求をして、払っていた

だくようにしております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 １つ飛んだ下に過年度分の特定健康診査等の負担金を返還したとあり

ますけれども、特定健診って、たしか無料だったと思うんですけど、これはどういう場合

になるんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） これは、特定健康診査等負担金というのは、国からの補

助金の部分に、負担金になります。国、県の負担金の部分になりまして、受けられる御本

人は無料ですけども、かかる費用はありますので、そのうちの国、県が負担する分のうち、

この年は4,000円ですけども、返還が前年度、令和元年度を精算したところで出ましたので、
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返還をいたしました。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第２号の質疑を終わります。 

 続いて、認定議案第３号 土地取得特別会計について説明を願います。 

 山田課長。 

○総務課長（山田隆貴君） それでは、土地取得特別会計の決算の御説明をいたします。 

 主要施策の成果及び予算執行の実績報告書153ページをお願いいたします。 

 本年度基金の預金利息68万6,757円を基金に繰り出しをいたしました。 

 続きまして、154ページ、155ページをお願いいたします。 

 １款１項１目 土地取得費、本年度の用地取得はありませんので、執行についてありま

せんのでゼロ円です。 

 続きまして、２款１項１目 土地開発基金費です。68万6,757円は、土地開発基金の預金

利子になっておりまして、こちらは基金に繰り出しております。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第３号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 これは、土地開発基金からお金を借り入れて、土地取得特別会計で土

地を買って、今持っている土地があると思うんですよね。決算書の一番最後を見ると、土

地開発基金のところに土地取得会計貸出、約５億の貸出があるということですので、帳簿

価格上、約５億の土地を持ってみえると思うんですが、その土地が何筆あって、面積がど

のくらいかということと、今そういう土地はどのようになっているのかという、場所によ

っても違うかと思いますが、そういったことについての説明をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 山田課長。 

○総務課長（山田隆貴君） まず、今、委員御質問の筆数ですが、20筆です。面積につき

ましては、7,819.6平米です。 

 こちらの土地の用途ですが、用途につきましては、道路等の代替地等で持っている土地

がほとんどです。あと、その他の公共用の用地という形で持っておりますので、今のとこ
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ろ、特にちょっと売却できるようなものがないような状態となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 代替地ということになると、例えば周辺の人に貸し出すとか、そうい

うようなこと、有効利用するようなこともできるかなと思うんですが、そういったことは

されていないんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 山田課長。 

○総務課長（山田隆貴君） 多くは街路用地とかとなっておりますので、こちらにつきま

しては、そこの担当部署とのまた協議等が必要になってくると思います。現在については、

そういった検討はしておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 先ほどの約５億というのが簿価であるんだろうと思いますけれども、

これもかなり前に買った土地で、相当地価が下がっているんじゃないかなと思います。そ

れで、昨年お伺いしたときには、現在の時価は特に調査をしていないということなんです

けれども、例えば税務課のほうで固定資産評価をするときに地価がどのくらい動いている

かとか、そういったようなことは分かっておりますので、そういったことを参考にして、

この５億が、実際今どのぐらいの価値があるのか、おおよその金額でも、そういう把握と

いうのはされていないんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 山田課長。 

○総務課長（山田隆貴君） 現在について、土地の移動等がございませんので、ちょっと

そういった処理もしていない状態です。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第３号の質疑を終わります。 

 会議の途中ですが、ここで10分間の休憩といたします。 

午後３時４分休憩 
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午後３時１４分再開 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 続いて、認定議案第４号、墓園事業特別会計について説明願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） それでは、墓園事業特別会計の令和２年度決算の説明をいた

します。 

 歳出より説明いたしますので、実績報告書の160ページ、161ページを御覧ください。 

 １款１項１目 一般管理費です。前年度比較約97万円の減額となっております。これは

墓所の有償返還件数が13件となり、前年度より４件少なく、還付金額が約233万円であった

ことが主な要因です。主な事務事業といたしましては、トイレ等清掃業務委託、除草等業

務委託、墓園管理基金積立金、永代使用料還付金がございます。なお、100万円以上の委託

業務の詳細につきましては次の162ページに記載がございますので、お目通しをお願いい

たします。 

 ページ戻りまして、160、161ページを御覧ください。 

 ２款１項１目 墓園建設費です。決算額は前年度とほぼ同額でございます。 

 次に、３款１項１目 公債費元金及び２目 利子です。平成25年度から第２期第３工区

建設債の元金償還が始まり、令和８年度まで償還をしてまいります。 

 以上、歳出合計1,659万7,743円でございます。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。 

 実績報告書の159ページを御覧ください。 

 上段の表は永代使用料の収入状況です。前年度と比較して約149万円の減、845万6,000円

となっております。前年度は23区画でしたが、令和２年度は20区画にとどまったため減額

となったものです。 

 最下段の使用状況の表は、総区画数を基に返還を含めた令和２年度中の移動状況を示し

たもので、残数は671区画となっております。 

 次に、永代使用料以外の主な歳入の説明をいたします。 

 歳入歳出決算書の302ページ、303ページを御覧ください。 

 中段３款１項１目 基金繰入金です。基金から約541万円を繰り入れております。 

 以上、歳入合計2,404万5,187円でございます。 

 以上で墓園事業特別会計の説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 
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 認定議案第４号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 許可件数といいますか、売上げの件数が減ってきているわけなんです

けれども、この令和２年度は指定管理者に移行するというようなことを決めた年でもあり

ますけれども、そういうことによってこの許可件数が増えるとかというような、そういう

見通しはあるのでしょうか。この２年度でも先ほど決算書で言っていただいたように1,000

万ですか。基金を取り崩して何とか運営しておるような状況なんですが、指定管理も視野

に入れたそういう経営の見通しですね。歳入を確保して経営していく。その点については

どのようになっているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 令和２年度に指定管理がスタートしております。今年度の議

会で指定管理の指定を議会にお認めいただく形になっておるんですけれども、今現在まだ

動いていないんですけど、墓園のほうにつきましては主に維持管理を指定管理にやってい

ただきます。それで、その後、来年度以降につきましては維持管理以外の部分につきまし

ても民間のノウハウを生かしていただきまして、販売促進を、これから協定を結んだ後、

令和３年度に入ってからいろいろ協議して墓園の販売を伸ばしていく形を今後詰めていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 墓園は草がぼうぼうに生えていたりとか、そういう区画も結構あった

りして、要するに所有者の方がもう事実上その管理を放棄しちゃっているようなそういう

ところがかなりあるんじゃないかなと思いますが、これは毎年聞いておるんですけど、そ

ういう調査を、例えばほかの自治体なんかですと正月とか盆とかにお参りに来ているかど

うかとか、そういった状況を調査して、放棄されているようなところには連絡を取ってと

いうようなことをやったりしておるんですが、豊明ではそういうことはこの２年度はやら

れましたでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 正月とかお盆に特別にお参りに来る方たちが見えていて花が
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飾ってあるかないかというのは、厳密には令和２年の本年度は調査を行っておりません。

しかしながら、過去に販売しました墓所につきまして所有者の方が見えますので、そうい

った方たちの現況がどうなっているか。亡くなられて代が変わっているかどうかの調査は

令和２年度の後半から始めまして、今年度についても引き続き調査をしておりますので、

今年度中には大体のところの調査は終えたいと考えております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤郁子委員。 

○近藤郁子委員 実績報告書の161ページなんですけど、今さらながらなんですけど、永代

使用料の還付金の内容について内訳を教えていただけますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 令和２年の返還の還付金が発生しました件数は２平米が７件、

３平米が２件、４平米が４件、合計が先ほど申し上げました13件となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 近藤郁子委員。 

○近藤郁子委員 これはいただいた永代使用料をそのままお返しすることになるんですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 還付が生じる方に関しては購入したときの価格の半額を返還

しております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 確認のためにお聞きしますけれども、基金ですね。先ほど申しました

ように1,000万取り崩しているということなので。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ページ数を言ってくれるとありがたいんですけど。 

○ごとう 学委員 161ページの基金事業の上の表ですね。これは基金残高は令和２年度

末で幾らになったでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 
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○環境課長（塚田 力君） 基金残高のほうは１億5,967万8,678円でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 前年度のメモでは１億6,400万で、1,000万取り崩すと１億5,500万ぐ

らいになるんじゃないかなと思いますが、先ほどの数字で大丈夫ですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 先ほど申し上げた金額で間違いないと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 同じ161ページですけれども、一般会計より用地、これは一般会計で持

っている土地をこの墓園会計で買い戻ししておるわけですけれども、一般会計で持ってい

る土地というのは今あの墓園のどの部分なのかということと、それからあとこれで残が今

回少し買い戻すわけですけども、残りが何平米になるかというその２点をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 残りの面積は1,666.8平米でございます。場所の特定につきま

してはこの場でちょっと御回答することができません。申し訳ありません。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第４号の質疑を終わります。 

 続いて、認定議案第５号、農村集落家庭排水施設特別会計について説明を願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） それでは、認定議案第５号、令和２年度決算、農村集落家

庭排水施設特別会計について御説明いたします。 

 令和２年度の農集排特別会計は、令和３年４月１日より公共下水道事業へ統合したこと

により３月31日をもって打切り決算をいたしました。これにより出納整理期間はなく、打

切り決算時点で発生している未収金及び未払金は決算書における収入未済額及び不用額に

含めて計上しております。 

 統合前の債権及び債務は下水道事業会計において特例的収入及び特例的支出として引き

継いでいます。また、打切り決算時の歳入で支出を超えた金額8,766万9,098円につきまし
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ても下水道事業会計へ引き継ぎました。前年とかなり乖離した部分も見受けられますので、

御承知おきください。 

 初めに、歳出より御説明いたしますので、実績報告書の166、167をお開きください。 

 １款１項１目 一般管理費です。決算額は前年度比100.6％、約３万7,000円の増額です。

主な事業は、右のページ、事務事業の概要等を御覧ください。１、排水使用料年間調定件

数は微増でありまして、３、負担金の料金徴収事務分担金の愛知中部水道企業団へ支払う

分担金も前年度に比べて微増となりました。 

 次に、下段の２款１項１目 維持管理費です。決算額は前年度比33.5％、約4,358万円の

減額です。主な事業は事務事業の概要等を御覧ください。２、委託事業は沓掛浄化センタ

ーの年間維持管理委託や汚泥の処分、管路の清掃、消防設備の保守委託、マンホールポン

プ維持管理業務委託等を実施いたしました。３、営繕工事等は、汚水管更生工事等及び浄

化センターの設備の改修等を行ったものです。 

 続きまして、168、169をお開きください。 

 ３款 公債費です。公債費は、平成18年度から令和元年度までの借入分８件の償還をす

るものです。 

 それでは、１項１目 元金です。公債費元金償還事業は５件の借入分の償還で336万3,633

円になりました。 

 下段の２目 利子です。公債費利子償還事業は８件の借入分の償還で109万1,095円とな

りました。 

 主要委託事務事業実績と主要工事等実績は170、171ページに記載をしておりますので御

確認ください。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 決算書の320、321ページをお開きください。 

 それでは、歳入の主なものを御説明いたします。 

 ２款 使用料及び手数料です。１項 使用料は6,508万7,273円で、前年度に比べて73

万3,161円の減額となりました。 

 次に、３款 繰入金です。１項 繰入金はゼロ円です。年度当初に緊急委託等の対応を

するため200万円を繰入れする予定でしたが、使用料収入等が安定しており、経営状態がよ

いため繰入れをせず、12月補正で減額をいたしました。 

 次に、４款 繰越金、１項 繰越金は4,904万5,097円で、前年度と比べ約1,949万8,677

円の増額となりました。 

 以上、歳入合計の決算額は１億1,974万3,625円で、前年度と比べ674万9,462円の減額と
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なりました。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第５号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の170ページの主要委託事務の中の一番下の汚泥引抜処

分業務委託なんですけど、2,300万ぐらいあるんですけども、まずこれがどういった業務で

どういう必要性があったのかということと、あとこれが決算書でちょっと見当たらないん

ですけども、打切り決算の関係かなと思うんですけど、その辺りの説明をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） この業務は令和２年度に農排が終了するということで全て

汚泥ですね。中の処理槽の汚泥を全て処分してきれいにして閉鎖するということにしてお

ります。それで、一通りの水処理が終わって、最後に汚泥をバキュームで吸って処分する

という業務になります。 

 ただしこれは時間が、農排につきましては流域へ接続するところが２か所ありまして、

令和３年１月末ぐらいに２か所とも汚水が全て流域に接続されました。その後に汚泥を引

き抜くということですので、非常に短い期間で大量の汚泥を抜くということで、業者はい

ろんな業者とヒアリングをしまして、二、三週間のうちに240立米ぐらいの汚泥を引き抜い

て処分するということができるかというヒアリングをしたんですが、１社しかいませんで

したので、そこと随契という形でやっております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 あと決算書のどこにどういうふうに表示されているんでしょう。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 決算書につきましては未払金扱いになりますので、数字的

に金額的には上がっておりません。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 
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○ごとう 学委員 基本的なことをお聞きしたいと思いますが、167ページをお願いしま

す。まず、処理水量、元年度は75万8,000トンでしたけれども、令和２年度の処理水量はど

れだけだったでしょうか。 

 それと、そのうち不明水が何トンになったのかということを併せてお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 処理水量は先ほど申しましたように１月の末で流域に切り

替わっちゃったもんですから、２か月分の数字がないんですね。ないので、決算統計では

出す必要性がありますので、以前の10か月分のやつを案分しまして、足し込みましてちょ

っと計算をしてみますと、処理水量としては今、言ったように２か月分が入ってないので、

想定をしますと処理水量については74万8,000トンぐらいですね。約74万8,000トン。不明

水量につきましては26万3,000トン程度になりますので、それで不明水を試算しますと35.3

％。前年の元年度が37.1ですので、若干は下がっておるという形になります。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 この不明水を減らすために、雨水を接続している家庭があったりとか

というようなことで、そういう調査を前にやられたりとか、それから下水管から水が浸入

してこないようにということでの工事をやられたりとかしてみえると思うんですけれども、

そういった接続した家屋の調査の件数だとか工事の件数についてどのようになっているで

しょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 調査につきましてはたしか平成27年ぐらいだったと思うん

ですけど、宿の集落を調査したことがありまして、そのときはたしか２件不備な接続がさ

れていたと。１件はお願いして修正をしてもらいました。 

 その後につきましては、実際のところかなり農集落排水地区の住宅が実際古くなってい

まして、かなり建て替えの件数が増えるもんですから、そうしてくると家庭の排水設備自

体が新しくなりますので、そこでかなりの数が今現在出ていますので、調査については職

員が個人のお宅へ行く調査はやっておりません。 

 もう一つの管渠につきましても27、28年ぐらいでやっていまして、昨年たしか12月補正

でお認めいただいたちょうど東門地区ですかね。そこの管更生とあと中川地区のマンホー
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ル更生を不明水対策で補正をいただいて実施をしております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 そうしますとその工事分ぐらいは今年度の不明水よりも不明水の量が

減るかもしれないけれども、それ以外の部分は流域下水のほうへ流れていって、それは負

担金の対象になるという、そういうことでよろしいでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） そのとおりでございます。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 総務省の通知で不明水の処理は利用者が負担する不明水であるので、

利用者が負担するのではなくて繰入金でやるべきだというふうに総務省の通知で言ってお

るわけなんですよね。公共になってもそういう考えで行かれるんじゃないかなと思います

けれども、今回の決算を見ると繰入れゼロですので、繰入れがゼロということは公費で見

ていない。要するに利用者が不明水の処理を負担したという形になるわけなんですけど、

そういう問題があるんじゃないんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 確かにそういうことも言えるかもしれませんが、特に農排

事業は28年度ぐらいから繰入れもなく経営が安定しておりましたので、過去からの、かな

り前からの繰越金がずっとたまっていますので、それで昨年については残り、とにかく繰

越金を増やさないという考えで、管更生とマンホール更生をやらせていただいたというこ

とになります。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 公共下水に接続されるわけですけれども、接続されると公共下水の今

までの不明水と、それから農村下水のほうから流れ込んでいく不明水、これを合わせて、

これは間違いなく繰入金の対象になるというふうに理解してよろしいですか。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 今の総務省からの通知でいきますとそれはなると思います。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第５号の質疑を終わります。 

 続いて、認定議案第６号の有料駐車場事業特別会計について説明願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） それでは、令和２年度豊明市有料駐車場事業特別会計に

ついて御説明いたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 決算書の332、333ページをお開きください。 

 歳入の合計金額は3,864万4,590円、前年度比1,430万5,994円の減額であります。 

 次に、340、341ページをお開きください。 

 歳入に占める主なものを申し上げます。 

 まず、１款 使用料及び手数料でございます。１項の使用料は1,172万5,540円、前年度

比653万4,220円の減額となっております。主な理由は、前後駅南地下駐車場の使用料収入

が減少したためです。 

 続きまして、２款 繰入金でございます。１項 繰入金2,419万1,000円でございます。

前年度比740万9,000円の減額となっております。主な理由は公債費が減額したためです。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 334、335ページをお開きください。 

 歳出の合計は3,527万6,363円、前年度比1,494万6,171円の減額であります。 

 次に、342、343ページをお開きください。 

 歳出に占める主なものを申し上げます。 

 ２款 駐車場維持管理費、１項の維持管理費1,503万1,835円、前年度比86万5,246円の減

額となっております。主な理由は、令和元年度に行った前後駅南地下駐車場のポンプ抑制

盤改修工事及び豊明駅南月ぎめ駐車場の整備が完了し、工事請負費が減額となったことに

よるものでございます。 

 続きまして、344、345ページをお開きください。 

 ３款 公債費、１項 2,022万8,738円は、前年度比1,407万8,666円の減額となっており
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ます。 

 続きまして、実績報告書で御説明をいたします。 

 実績報告書の176、177ページをお開きください。 

 ２款 駐車場維持管理費、１項１目 維持管理費の右側の欄を御覧ください。有料駐車

場維持管理事業でございます。真ん中のポッチ部分、駐車場管理委託等６件、1,193万2,800

円は、前年度比18万2,240円の増額でございます。主な理由は、駐車場維持管理費の消費税

及び地方消費税の額の税率変更によるものでございます。 

 続きまして、３款 公債費でございます。１項 公債費、１目の元金1,985万633円は前

年度比1,351万5,266円の減額でございます。 

 続きまして、２目 利子でございます。37万8,105円で前年度比56万3,400円の減額とな

っております。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第６号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の175ページで、使用料及び手数料の金額が昨年度、令和

元年度よりかなり下がっているんですけども、ちょっと駐車場別に金額がどれぐらい下が

ったのかということを確認したいので、令和元年度と令和２年度のそれぞれの４つの駐車

場の料金、使用料及び手数料を駐車場別に聞かせてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 前後駅南地下駐車場が、令和元年度が905万8,000円の使

用料となっております。令和２年度が2,507万9,400円となっております。 

 次に、前後駅市営駐車場でございます。こちらのほうが令和元年度が394万6,800円。令

和２年度が382万5,100円となっております。 

 続きまして、前後駅南月ぎめ駐車場です。令和元年度が168万100円となっております。

令和２年度が169万7,080円です。 

 続きまして、豊明駅南月ぎめ駐車場です。令和元年度が357万3,960円です。令和２年度

が362万3,960円となっております。 

 合計のほうが、令和元年度が1,825万9,760円です。令和２年度が1,172万5,540円となっ

ております。 
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 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 前後駅のデッキっていうか、地下じゃないほうの時間貸しで、要は無料

時間で出ていった車の台数、割合でいいので、全部止めた台数のうち無料で出ていった台

数の割合をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 前後駅地下駐車場でないほうということで、前後駅前市

営駐車場の利用台数ですが、利用台数のほうが10万2,183台で、うち無料台数が９万794台

になります。ですので、割合をちょっと今から計算いたします。 

 割合といたしまして約89％の割合となっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 先ほど各駐車場ごとの使用料の金額を教えていただいたんですけど、

各駐車場ごとの維持管理費というのは分かりますか。分かれば先ほどと同じように元年と

２年、それぞれ維持管理費が幾らかかっていたかということを教えていただけるとありが

たいです。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 維持管理費のほうは今ちょっと手元に資料がないもので、

資料のほうを作ってありませんので出ません。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書175ページの繰入金ですけれども、繰入金が今回2,400万

ほどありますけども、これは全額都市計画税の目的税が入っているんですね。これまでこ

の金額が地方債の償還に充てられていて、地方債償還額のほうが高くて運用していたんで

すけども、今回繰入れをされている都市計画税のほうが償還金額よりも高くなっていまし

て、この差額、都市計画税なので、目的税なので、何にその差額は充当されているかとい

うのは分かるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 萩野課長。 
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○財政課長（萩野昭久君） 毎年お答えしているんですけども、都市計画税は市街化区域

の利便性を高めるために充当しておりますので、全体の事業の中の一部分に当たっている

という、そういう形で示しております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 実績報告書の177ページ、有料駐車場維持管理事業のポッチの真ん中、非

常に単純なことなんですけども、去年も聞いたんですけども、豊明駅南の月ぎめ駐車場の

管理ですね。今年も手で清掃したのかどうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 中野課長。 

○都市計画課長（中野忠之君） 令和２年度の草刈り作業を豊明駅南月ぎめ駐車場は行っ

ておりまして、こちらのほうは手作業で行っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第６号の質疑を終わります。 

 続いて、認定議案第７号、介護保険特別会計について説明願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） それでは、介護保険特別会計の歳入歳出決算状況につい

て御説明をいたします。 

 まず、決算書のほうから歳入歳出の概要を御説明したいと思います。 

 決算書の350ページから353ページにかけて、まず歳入からになります。 

 353ページの最下段、歳入合計の収入済額欄です。歳入決算額は50億7,817万2,949円、前

年比で２億3,821万6,143円の増額となっております。増減の理由としましては、給付費の

伸びに伴いまして２分の１の相当額であります３款の国庫支出金が約8,707万円の増額、

２号保険料であります４款の支払基金交付金が5,716万円の増額、給付費の４分の１相当

額の５款 県支出金が約1,541万円の増額、７款の繰入金が約9,204万円の増額などによる

ものでございます。 

 次に、歳出です。おめくりいただきまして354ページから357ページにかけての歳出でご

ざいます。 

 356ページの最下段、歳出合計の支出済額の欄でございます。歳出決算額は47億7,893
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万8,062円、前年比が7,670万6,100円の増額となっております。 

 では、歳出のほうの主なものの御説明をしたいと思います。 

 今度は実績報告書になります。 

 182、183ページをお願いいたします。 

 まず、１款の総務費でございます。182ページの上の表、１項１目 一般管理費は8,413

万6,767円で前年比180万円の減額となっております。主な要因としましては人件費の減額、

それから前年度との比較によりますシステム改修費の増額との相殺によるものでございま

す。 

 続きまして、３段下、３項 介護認定審査会費でございます。平成30年10月からの認定

期間が延長されたことによります認定数の減少等によりまして項全体で220万円ほどの減

額となっております。 

 続いて、下の表になります。２款 保険給付費でございます。保険給付費全体では42

億9,346万円余、前年度に比べまして約6,400万円、11.5％ほどの増額となっております。

主な増減としましては、１項１目の居宅介護サービス給付費が約5,305万円の増額、同じく

５目 施設介護サービス給付費が約700万円の減額、９目の居宅介護サービス計画給付費

が約810万円の増額、めくっていただきまして184、185ページの表の２段目、２項１目の介

護予防サービス給付費440万円の増額などが主な要因でございます。 

 さらにめくっていただきまして、186ページ、187ページをお願いいたします。 

 ２つ目の表、３款 地域支援事業費でございます。款全体では２億1,791万円余、122万

円ほどの減額となっております。表の２段目になります。２項１目、一般介護予防事業費

でございます。まちかど運動教室や介護予防教室のらくらすなどの事業費でございます。

新型コロナウイルス感染症拡大によりまして事業の一部停止や実施方法の変更などか

ら173万円ほど減額としております。 

 さらにおめくりいただきまして、188、189ページです。 

 最上段になります。５款の基金積立金です。前年度比約2,990万円増額の１億2,093

万1,000円を積み立てております。 

 少し戻っていただきまして、同じく実績報告書の181ページをお願いいたします。 

 介護保険料の賦課収納状況について御説明をいたします。 

 一番下の全体の表をお願いいたします。 

 特別徴収分、普通徴収分、滞納繰越分を合わせた全体としまして、収納額が12億1,205

万3,293円、収納率は98.75％でございます。 

 次に、委託事業実績の主なものについて御説明をいたします。 
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 今度は190ページ、191ページをお願いいたします。 

 主なものとしましては、一番上の表の１款 総務費の３段目、介護保険報酬改定に伴い

ます介護保険システム改修業務517万円でございます。介護システムについて３年ごとの

報酬改定がありますが、そちらに対応するためのシステム改修でございます。 

 それから、上から３つ目の表になります。５項１目 計画策定委員会費384万9,010円は、

令和３年度からの第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定のための策定業務を委託

したものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第７号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書の392ページです。今、説明にもありました基金の積立て、１

億2,000万円の積立てが準備基金にありますが、総額で幾らになるか分かりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 令和２年度の期末残高でございます。９億7,049万9,879

円でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 非常に多額の基金になるわけですけれども、これを第８期の計画の中

ではある程度取り崩して使っていくという想定になっておると思うんですが、それは幾ら

を想定しておるわけでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 予算の話になってしまうかもしれませんが、４億5,000万

ほど取崩しをする予定でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 ページ数は……。 
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○決算特別委員長（毛受明宏議員） マイクを近づけてくださいね。 

○郷右近 修委員 決算書でページ数が362ページです。保険料の徴収になるんですけど、

コロナウイルスによる収入減で保険料が年度中に減免になった方がいるんじゃないかと思

うんですが、件数は分かりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 件数としましては13件でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 先ほどちょっと聞き漏らしましたけれども、第８期の計画を令和２年

度に策定されて、その中で基金の取崩しが4.5億ぐらいということなんですけれども、それ

で平均の保険料ですね。これは７期と８期でどのように違ってくるでしょうか。それぞれ

の金額をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 今年度の保険料ということでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 ７期と８期とで平均保険料がどういうふうになったかということで。 

（決算ではなくて先の話でいいですか。ということでよろしいでしょうかの声あり） 

○ごとう 学委員 計画で想定されている金額を教えてください。 

（決算ではなくて先の話でいいですかの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 金額としまして5,515円から5,755円になります。基礎額

として月額で170円の増額になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

 浅井課長、もう一回答えますか。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） ちょっと頭の中で計算をしていました。すみません。７

期が5,515円、それから８期の月額が5,675円でした。すみません。160円の増額になります。 
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 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 182ページの下の表で居宅介護サービスの給付費とか、あるいは施設

介護サービス給付費、それぞれ上がっておりますが、居宅とそれから施設のそれぞれの人

数と、それから１人当たりの単価がどういうふうか教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） すみません。単価のほうは算出しておりません。人数の

ほうも実際の件数は延べ件数になってしまいますので、今ちょっと私のほうの手元に把握

しておりません。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 要介護、要支援の認定率、令和２年度をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 認定率でございますが、令和２年度末になります。15.6

％になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 これは令和２年度の時点でいいんですけども、３割負担、２割負担、

１割負担の方がそれぞれ見えますよね。それぞれの人数というのは把握しておられるでし

ょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 要介護認定の中でいきますと１割負担が2,470人、２割負

担が214人、３割負担が157人になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 １人当たりの金額は少ないと思うので、いないかも分からないんです
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が、滞納による差押えの実例はありますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 加藤課長。 

○債権管理課長（加藤健治君） 今年度から、令和２年度から債権管理課のほうに滞納分

だけ移管を始めたわけですけども、介護保険料の差押えについては全部で45件であります。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 185ページの下から３段目ですけども、特定入所者介護サービス給付

事業で、この負担限度額を超えた額について補塡給付ということなんですけれども、居住

費とそれから食費について、この居住費、食費については２年くらい前だったか引き上げ

られてかなり対象者が減ったというような認識を持っておるんですが、２年ほど前に引き

上げられた以後またさらに引き上げられておるでしょうか。ちょっとそういうようなその

問題についての新聞記事を読んだので、私の記憶とちょっと違うかなと思って確認をした

いのでお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） すみません。次期の計画のところの資料が今、手元にあ

りませんので、ちょっと後ほどお答えをします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 後ほどお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 青木委員。 

○青木 亮委員 実績報告書の186、187なんですが、３款の地域支援事業費の包括支援の

中の一番最後の８番目、認知症総合支援ということで、これは前年比121.7％上がっていて

金額で339万円多くなっています。これの内容を見てみますと認知症患者を持つ家族の支

援を行ったということで、認知症の数ですけれども、今、令和２年でどれだけで、前年比

でどれだけ増えたのか。あと支援の内容について伺いたいと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） まず、認知症の数というものが実は把握ができておりま

せん。どこが認知症だというところが潜在的にどれだけいるかというのは我々分かってお

りませんので、ちょっと人数についてはまずお答えができません。 
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 ここで認知症の事業のほうで対象にしておるところ、この中に認知症の対応をする初期

集中チームというものがありまして、そこのやり取りをするような形になっております。

そこで集中的にやっておりますのが、今、11件だったかなというふうにちょっと思ってい

ます。そういう方を特に対象として動いているというような形のものになっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 先ほどの続きなんですけれども、45件というお答えでしたが……。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 債権管理課で分かります。じゃ、続けてください。 

○郷右近 修委員 もう一回いきます。先ほどの続きで45件という回答でした。この件数

と、あと現年度分、滞納繰越分の金額なんかを比較するとその一部になるかなと思うんで

すけど、１件当たりの金額があまり大きい金額じゃないように思っていて、この間聞いて

いる差押えの基準と比較すると少し分からないんですが、これは45件というのは全体のい

ろんな税の差押え扱いになった人の中で、その中で少しでも介護保険の分も含まれている

人が45件あるという、そういう意味合いでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 加藤課長。 

○債権管理課長（加藤健治君） そうですね。介護保険の税も合わせた形で介護保険も含

まれている方が45件というふうになります。介護保険の滞納者数そのものは令和２年６月

１日現在で介護保険の滞納者数としては233ですので、一定程度の数はあるというふうに

考えております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 ページ数がないんですけれども、これも毎年お聞きしていて独り歩

きの高齢者家族支援サービス事業委託料が100万を超えてないので載ってないんですけれ

ども、あるかと思うんですが、利用実績が分かればお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

（ごめんなさい。ちょっと今聞き取れなかったの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） もう一度お願いします。 

○ふじえ真理子委員 一人歩き、掲載は徘回と書いてあるんですけど、高齢者の家族支援

サービス事業委託料というのが毎年100万円以下の少額で出ているんですけれども、その
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利用実績が分かればお願いします。認知症の一人歩きのＧＰＳの。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 50人です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 ちなみに前年度は３人とかっていうところですけど、50人でいいで

すか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 徘回に対する件数という、ＧＰＳをつけてですよね。今、

私の申し上げたのは延べの人数で50名になっています。ちょっとこれを月で割る形になり

ますので、多分そういう形の３名という感じなのかなというふうにちょっと思っておりま

す。利用者としては見えて、その方が毎月利用するような形のものになりますので、50名

割る12ですので、4.1名ぐらいの形になろうかなと。４人ぐらいになる形だと思います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 あと認知症のサポーター養成講座、去年コロナもあってあまりどう

かなと思うんですが、１万人目指しているサポーター、令和２年度で何人でしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 一応昨年度がちょっと実習回数が少なくて、５回ほどし

かできておりません。養成者が145人です。昨年度に加えますと8,678名というのが今現状

でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 資料をありがとうございました。資料ナンバー４－１で上から４つ目が

介護特会の一般介護予防事業委託ということで、コロナによって1,200万ほど中止等の影

響が出ているというようなことですけども、実績報告書の190ページの一番下の表になる

と思うんですけど、これが昨年度と比べてもさして減ってないんですよね。予算の段階

で3,000万ほどついているんですけど、これはどんな事業をなくしていったというか、中止

になっていったんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） まず、この前提、今この資料４のほうで御説明の上では、
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当初予算とそれからあと決算額との差額、要は不用額になっている額ということになりま

す。この額としては、実際に毎年、今年も1,000万ほど実は減額補正をしております。昨年

度も元年度もしております。 

 そういったところで必ずちょっと不用額が出るぐらいのイメージの事業になってしまっ

ているという積算になっているというところで申し訳ない部分なんですけれども、毎年700

万、600万ほどの差額が出る形にはなっておりますので、その差額が本来の影響なのかなと

いうふうにちょっと思っております。今、1,200万ぐらいですが、実際としては500万ぐら

いがその影響といいますか、額なのかなというふうに思っています。 

 その上で、実際には人数が実績額に当たるというよりも、やはり最初の、例えばまちか

ど運動教室を例にとっていけば、最初の二月ほどは実施をしていない時期があると。早け

れば７月ぐらいからスタートしている地域があると。そうすると、今度は人数を制限しな

がら実施をしました。中にはそれを１回で１サイクルやっているところと、それを２サイ

クルやらなきゃいけなくなってきたところがあって、費用が倍になっている部分が実はあ

ります。そういったところであまり下がってないというのはそういう部分で下がってない

という解釈でおります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 会議の途中でございますが、10分間の休憩といたし

ます。 

午後４時１３分休憩 

 

午後４時２３分再開 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 先ほどごとう委員の御質問の施設サービスの食費等の部

分でございます。新しい計画、今年度からになりますが、今年度の８月から一応改定され

ている予定のものでございます。従来が食費の金額としましては1,392円、これが1,455円

に改定されるというところ。それから、あと低所得者の方の減額割合というのも若干変わ

っております。 

 例えば施設サービスの部分でいきますと所得の少し高いといいますか、低いほうでの高

いところですね。第３段階の非課税というところのぎりぎりの方については所得の額によ

って若干差がついて、今、650円という金額で負担できるところが1,360円というふうにち
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ょっと上がります。先ほどの減額のところから減額されるんですけど、減額の幅が狭くな

るというようなことでございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 自分の貯金を幾ら以上持っていると対象になるとかならないとかとい

う、そういうのがあったんじゃなかったですかね。前はたしか1,000万を超える貯金を持っ

ている場合はいわゆるホテルコストの限度額が変わってくるけども、それが1,000万じゃ

なくて500万に下げられたとかというのは、そういう改正は昨年度はなかったですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） 昨年度はないです。先ほどの令和３年、今年の８月から

の体制の部分で御説明すればよろしいですか。今年度でよろしいですか。今、手元に資料

がありますが、それは説明しなくてよければ説明いたしません。よろしいですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ごとう委員。 

○ごとう 学委員 後で聞きます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかには。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第７号の質疑を終わります。 

 続いて、認定議案第８号の後期高齢者医療特別会計について説明願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） それでは、後期高齢者医療特別会計の令和２年度決算に

つきまして御説明申し上げます。 

 歳出から説明いたしますので、実績報告書の196、197ページを御覧ください。 

 主なものについて御説明いたします。 

 初めに、１款 総務費です。２項 徴収費、決算額681万7,319円は前年度より約135万円

の増額です。法改正に対応するためのシステム改修費用などによるものです。 

 ３項 保健費は後期高齢者の健康診査や75歳の節目歯科健診など、高齢者の保健事業に

係る費用で、令和２年度から後期高齢者医療特別会計にて執行することとしたものです。

決算額は4,370万9,950円でした。 

 次に、２款 後期高齢者医療広域連合納付金、決算額10億7,306万6,000円は、前年度よ

り約１億1,140万円の増額でした。保険料収入等の増額に伴うものです。 



- 107 - 

 続きまして、歳入を御説明いたしますので、決算書の408、409ページを御覧ください。 

 １款 後期高齢者医療保険料です。特別徴収、普通徴収合わせた合計で９億4,998万7,900

円でした。保険料率の改定及び加入者数の増により前年度より１億840万円ほどの増収と

なっております。 

 続きまして、２款１項 一般会計繰入金です。１目 事務費繰入金は2,037万749円で前

年度より約900万円の増、２目 保険基盤安定繰入金は保険料の低所得者軽減分を繰り入

れるもので１億3,684万2,089円、前年度より約1,540万円の増額となりました。 

 次のページお願いします。 

 上から２つ目の表、４款３項 後期高齢者医療広域連合支出金は、後期高齢者の新事業

などの受託金として愛知県後期高齢者医療広域連合から収入したもので3,660万8,343円で

した。 

 最下段、５款 国庫補助金は、法改正に対応するためのシステム改修費用に対する補助

金で34万4,000円の収入でした。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第８号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の195ページの上のところで、まず保険の加入者ですね。

去年まではこの概要のところに書いてあったんですけど、今年はちょっと見当たらないん

ですけども、令和３年３月31日時点での加入者をお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 令和３年３月31日現在9,629人でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書のページが408ページです。一番上の保険料についてです。元年

度と２年度で軽減についてなんですけど、8.5から7.75、８から７に変わった人が豊明市の

加入者の中だとそれぞれどれぐらいいるか分かりますか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 
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○保険医療課長（伊藤克代君） 令和２年度の軽減者数ということで、7.75割の軽減の

人、8.5から7.75に下がった方は人数として1,546人おります。ただ、８割から７割に下が

った方につきましては本来７割の方と下がった方との合計数でしか分かりませんが、よろ

しいでしょうか。合計で1,590人です。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 実績報告書の196、197の１款３項の保健費で、これは令和２年度で

新たに出てきていますけども、先ほど説明で主にはつらつ健診と歯科健診等というような

お話がありましたが、それぞれの健診の受診率はどれぐらいになるんでしょうか。受診の

人数でも結構です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 受診の人数でよろしいでしょうか。はつらつ健診のほう

は3,201人です。それから、節目歯科健診、75歳の健診を受けられた方は113人です。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかに。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書の414ページの一番上の納付金で、先ほど加入者が9,600人とい

うことで、県全体の資料の比較を見ると令和２年度のほうが県全体だと入院とか入院外の

治療や歯科、調剤とか、おおむね増減で見ると減っているようです。豊明市の傾向につい

ては分かるでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） まず、後期高齢者の広域連合納付金につきましてはかか

った医療費の負担金ではなくて徴収した保険料を広域連合に支払う部分になりますので、

お間違えないようにお願いしたいと思います。 

 医療費のほうにつきましては、県全体では確かに合計では令和２年度は減っております

が、豊明市に関して言えばかかった費用については令和元年度より２年度のほうが増額し

ている状況でございます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 
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 ちょっとここで会議の途中ですけど、お諮りいたします。 

 議案の審査に直接関係ない職員を退席させてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） それでは、速やかに退席してください。 

 ほかにございますでしょうか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 先ほどとの関わりが少しあります。県全体の資料を見るとおおむね様

々な医療費が減っているようなんですが、その中で１つ歯科についても減っておるようで

す。県全体では2.5％。歯科の中でも、これは健診の話なんですけど、例えば豊明市では歯

科健診の比較だと前年度と令和２年度で健診受診者が64から113ということのようですが、

先ほどの医療全体のこともそうですが、こういう取組を特別にやって豊明は受診している

人が増えているとか、医療費が少し増えているとか、そういう様子なんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 伊藤課長。 

○保険医療課長（伊藤克代君） 歯科健診につきましては、昨年度は75歳の対象の方にお

知らせのおはがきをお送りしたりしたもんですから、令和元年度よりも倍近くの人数の方

が健診を受けていただいたかなというふうに思っています。 

 医療費の増減のこと等はちょっと分かりかねます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第８号の審査を終わります。 

 続いて、認定議案第９号の水上太陽光発電事業特別会計について説明願います。 

 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） それでは、水上太陽光発電事業特別会計の令和２年度決算の

説明をいたします。 

 歳出より説明いたしますので、実績報告書の202、203ページを御覧ください。 

 １款１項１目 一般管理費です。前年度比較約46万円の増となっております。これは消

費税額の増が主な要因です。主な事務事業といたしまして、水上太陽光発電保守管理委託、

施設の保険料、土地借上料及び消費税です。 

 なお、100万円以上の委託業務の詳細につきましては206ページに記載がございますので、

お目通しをお願いいたします。 
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 ページ戻りまして、202、203ページを御覧ください。 

 ２款１項１目 太陽光発電建設費です。工事がございませんでしたので、支出はござい

ません。 

 次に、３款１項１目 公債費元金及び２目 利子です。施設整備に係る元金及び長期債

利子の償還をしております。 

 次に、４款１項１目 他会計繰出金です。これは一般会計への繰り出しになるものです。 

 以上、歳出合計5,988万5,387円でございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 歳入歳出決算書の428ページ、429ページを御覧ください。 

 上段の１款１項１目 売電収入です。当初の売電の見込みは約6,098万円でしたが、約２

％増の6,227万6,262円となっております。 

 下に１段飛ばしまして、３款１項１目 繰越金です。決算額は前年度より約89万円の減

となっております。 

 以上、歳入合計7,240万3,603円でございます。 

 以上で水上太陽光発電事業特別会計の説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 認定議案第９号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 実績報告書の203ページ、今、最後に言ったところ、一般会計繰出金がか

なり減ったんですが、その理由を教えてください。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 塚田課長。 

○環境課長（塚田 力君） 前年の令和元年度につきましては売電収入の増加分を加えて

支出して金額が大きかったので、その分を一般会計に繰り出すことができました。今年度

につきましては売電収入の増加分のほうが見込めませんでしたので、このような金額とな

っております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第９号の質疑を終わります。 

 続いて、認定議案第10号の下水道事業会計について説明を願います。 

 近藤課長。 
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○下水道課長（近藤 潔君） それでは、認定議案第10号 令和２年度豊明市下水道事業

会計決算認定について御説明いたします。 

 決算説明に入る前に下水道事業会計の仕組みですが、公営企業会計は一般会計や特別会

計とは異なり、予算は営業活動の収支を表す収益的収支と建設に要する収支を表す資本的

収支の二本立てとなっております。また、決算様式につきましても一般会計、特別会計と

は大きく異なり、地方公営企業法施行規則第48条に定める様式にて調製をしております。 

 初めに、決算書類より御説明いたしますので、決算書の440、441ページをお開きくださ

い。 

 令和２年度豊明市下水道事業会計決算報告になります。 

 収益的収入及び支出のうち、収益的収入につきましては第１款 下水道事業収益、決算

額11億9,439万9,463円で、予算に対しまして執行率は101.1％となりました。主なものとし

ましては、第１項の営業収益は下水道使用料などとなります。 

 第２項の営業外収益は、他会計負担金などとなります。 

 第３項の特別利益は、その他特別利益です。 

 次に、下段の収益的支出です。第１款 下水道事業費用、決算額11億3,456万7,195円で、

予算に対しまして執行率は97.8％となりました。 

 第１項の営業費用は、管渠やマンホールポンプの維持管理費になります。 

 第２項の営業外費用は、企業債の利息などとなります。 

 第３項 特別損失は、職員の給与引き当てなどとなります。 

 第４項の予備費は執行がありませんでした。 

 次に、442、443ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出のうち、資本的収入につきましては第１款 資本的収入、決算額８

億4,564万8,000円で、予算に対しまして執行率は98％となりました。主なものとしまして

は、第１項の企業債は整備費に充てるための企業債となります。 

 第２項の他会計出資金は、一般会計からの繰入金です。 

 第３項の他会計負担金も、一般会計からの繰入金です。 

 第４項の国庫補助金は、整備事業に充てるための国からの補助金です。 

 第５項の負担金等は、下水道事業受益者分担金などとなります。 

 次に、下段の資本的支出です。第１款 資本的支出、決算額11億4,776万5,264円で、予

算に対しまして執行率は98.1％となりました。 

 第１項の建設改良費は、管渠等築造工事費、愛知県への建設負担金などとなります。 

 第２項 企業債償還金は、企業債の元金償還となります。 
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 なお、欄外につきましては、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億211万7,264

円の補塡額の内容を示しております。 

 以上で、豊明市下水道事業決算報告書の説明を終わります。 

 続きまして、444ページをお開きください。 

 令和２年度豊明市下水道事業損益計算書について御説明いたします。 

 これは一般会計では行政コスト計算書と呼ばれているものです。この表には経常的な下

水道サービスにどれだけ費用がかかり、それをどのような収入で賄ったかを示すもので、

損益を明らかにするため消費税抜きとなっております。 

 １の営業収益は（１）の下水道使用料と（２）の他会計負担金を合わせた５億7,236万4,909

円となりました。 

 ２の営業費用は、１の管きょ費から４の減価償却費までを合わせた９億8,235万7,376円

となりました。 

 ３の営業外収益は、１の他会計負担金から４の雑収益までを合わせた５億5,728万1,510

円となりました。 

 ４の営業外費用は、１の支払利息及び企業債取扱諸費と２の雑支出を合わせた１億396

万744円となりました。 

 令和２年度の下水道事業の経常利益は4,332万8,299円となりました。 

 ５の特別利益は、その他特別利益が886万3,700円となりました。 

 ６の特別損失は、その他特別損失が1,404万5,047円となりました。 

 したがいまして、経常利益から特別利益、特別損失を加えました当該年度の純利益

は3,814万6,952円となりました。この当該等純利益が当年度の未処分利益剰余金となりま

す。 

 以上で豊明市下水道事業損益計算書の説明を終わります。 

 続きまして、445ページをお開きください。 

 令和２年度豊明市下水道事業剰余金計算書について御説明いたします。 

 剰余金計算書につきましては、後ほど446、447ページで御説明をいたします貸借対照表

の資本の部の全体の資本金と剰余金の令和２年度の増減内容を記載したものです。 

 まず、資本金につきましては、開始残高で他会計出資金などを加えた当年度末残高は37

億9,833万9,154円となりました。 

 次に、剰余金のうち資本剰余金につきましては増減はありません。剰余金のうち利益剰

余金における未処分利益剰余金につきましては3,814万6,952円となりました。したがいま

して、資本金と剰余金を合わせました資本金の合計の当年度末残高は、表の右端最下段の
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とおり38億3,792万9,309円となりました。 

 次に、下段の令和２年度豊明市下水道事業剰余金処分計算書（案）について御説明いた

します。 

 今回の剰余金処分はせず、利益剰余金は繰越利益剰余金として内部留保資金とし、次年

度の不足が生じた場合の調整資金として活用いたします。 

 次に、446、447ページを御覧ください。 

 令和３年３月31日現在、令和２年度豊明市下水道事業貸借対照表について御説明いたし

ます。 

 これは令和３年３月31日現在における下水道課が保有する財産とその財産をどのような

財源で賄ってきたかを総括的に表示した一覧表で、左側の資産の合計と右側の財源を対照

表示することによって財政状況を明らかにする報告書です。資産の合計と負債資本の合計

が一致し、左右がバランスしていることから、バランスシートとも呼ばれています。 

 まず、資産の部ですが、１の固定資産は１の有形固定資産、２の無形固定資産、３の投

資その他資産を合わせまして151億6,754万3,677円です。２の流動資産につきましては１

億3,981万5,608円です。１の固定資産と２の流動資産を合わせました資産の合計は153

億735万9,285円となりました。 

 次に、負債の部ですが、３の固定負債につきましては40億8,463万1,357円です。４の流

動負債につきましては６億824万1,934円です。５の繰延収益につきましては67億7,655

万6,685円です。３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合わせました負債合計は114

億6,942万9,976円となりました。 

 次に、資本の部ですが、６の資本金につきましては37億9,833万9,154円です。７の剰余

金は、資本剰余金と利益剰余金を合わせました3,959万155円です。６の資本金、７の剰余

金を合わせました資本の合計は38億3,792万9,309円となりました。 

 したがいまして、負債合計と資本合計を合わせました負債資本合計は153億735万9,285

円となりました。資産と資本、負債、資本合計は一致をしております。 

 次に、448ページの注記につきましては、財務諸表作成時の重要な会計方針や貸借対照表

等関連について記載がしてありますので、お目通しをお願いいたします。 

 次に、458ページをお開きください。 

 令和２年度豊明市下水道事業キャッシュフロー計算書について御説明いたします。 

 これは一般会計でいうところの資金収支計算書に当たります。貸借対照表に計上されて

いる現金が前年度に比べてどのように変動したかを示したもので、現金の動きのみに着目

してその変動を表しております。営業活動、投資活動、財務活動の大きく３つに区分し、
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分析をいたします。 

 表の下段部になりますが、当年度の現金貯金残高１億7,654万96円あったものが令和２

年度の事業運営の結果、残高が6,713万2,843円となり、１億940万7,253円減少したもので

す。 

 なお、この表から分析される財政状況については、総務省ガイドラインから分析をする

と本業の業績はおおむね良好であり、有利子負債残高を減少させつつ、建設改良に係る投

資も実施しているため、比較的良好な経営状況にあると考えられるという判断になりまし

た。 

 財務諸表については以上となります。 

 449ページ以降につきましては決算の附属書類となりますので、お目通しをお願いいた

します。 

 以上で説明を終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 説明は終わりました。 

 ここでお諮りいたします。議案審査に直接関係のない職員を退席させてよろしいか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。速やかに退席を願います。 

 それでは、認定議案第10号について質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 決算書の446ページの流動資産の未収金なんですけども、それの内

訳でどういったものがあるのかお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） これは３月調定分の使用料になります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 同じ446ページの現預金が6,700万ほどで、先ほどキャッシュフロー

の計算書458ページで１億ほど減らしてということでありましたけども、これは営業費用

等と損益計算書から見ると比較的現金が少なめなんじゃないかなと思うんですけども、こ

の辺りはどういうふうに捉えているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 
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○下水道課長（近藤 潔君） 今回特に１億7,600万ぐらい目減りしたというのは、昨年下

水道特別会計が締まりまして未収金、未払金として上がってきたもんですから、実際に特

会としてもし出納閉鎖期間があったとしましたら、繰越金としては約2,000万ぐらいにな

るんですね。 

 ですから、下水特会の引継金が大きいんですけど、実際に現金として残るのは2,000万だ

ったのが今回たしか3,800万円ぐらいの現金が残っている状態になっていますので、444ペ

ージの損益計算書ですね。ここの一番下の部分に3,814万6,952円がありますけど、これが

現金になりますので、他の下水道会計と比べればやはり現金は少ないんですけど、現在の

ところ少しでも剰余金をためてしっかりした運営をしていきたいと考えております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 決算書の450ページの一番下で、豊明中学校へマンホールトイレ用の

管きょ埋設工事がというふうにあるんですが、これってもう終わっていたように思ったん

ですけど、昨年度でしたっけ。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 豊明中学校のマンホールトイレにつきましては２年度に工

事を行っておりまして15基設置をしております。これで市街化区域内の小中学校について

は全てマンホールトイレの設置が終わっております。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 444ページの損益計算書の中の流域下水道の管理運営費の負担金２

億2,900万ほどなんですけども、これの内容として、流域下水の維持管理費だけなのか、そ

れともそれもまた老朽化してくると思うので、改修費用がまた今後かかってくるかもしれ

ないんですけども、そういったことも含まれているものなのかどうかお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） この負担金は維持管理負担金、実際に汚水を処理してもら

う負担金と、あと資本費負担金になりますので、境川流域の処理場のほうの減価償却費と

いう形になります。 
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 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 453ページの上の表、業務量というところなんですけども、これの令和２

年度のところというのは、これは農排のときはもう接続した後の数字というふうでよろし

いでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 農排は令和３年４月１日に移行していますので、農排は入

ってございません。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今のところの隣の452ページの工事一覧があるんですけども、この

中で農排の接続に関わる工事というのはどれになるんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 一番上段にあります第１工区から第５工区、それとあとそ

の下の舗装復旧はこれは令和元年にやった部分の舗装復旧になります。あとそれから２つ

飛びまして、令和１年から令和２年の繰越事業ですね。これにつきましても農排統合のも

のになります。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 ちょっとよく分からないのでお伺いしたいんですけども、実績報告書

の土木費のところの下水道事業会計繰出事業というのがありますね。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 何ページになります。 

○ごとう 学委員 実績報告書の81ページ。これだけの額を繰り出したというふうにここ

に書いてあるわけですが、この額が損益計算書の中にも似たような項目があるんですね。

他会計補助金とか、負担金とか。金額が必ずしも合ってないわけですが、この辺の関係は

どういうふうになっているんでしょうか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 
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 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 最初の予算書のほうは税込みの額になっていまして、損益

計算書等は全て税抜きになっておりますので、その辺がちょっと数字として一致はしない

かと思います。 

 それで、81ページのほうの決算額が約４億9,200万あるんですが、これの基準内と基準外

繰入れがありまして、基準内につきましてはもうほぼほぼ雨水の処理だったり、あとは借

りております起債の償還の元金利子という形で返しております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 損益計算書のどの項目にこれが入っていくのかという、収入のどこに

該当するのか。消費税の違いぐらいはあってもいいんですけども、それがちょっとよく分

からないんですけど。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） この損益計算書につきましては３条関係だけになりますの

で、収益的収支関係ですので、何て言うんですかね。決算数字が税抜きでここへ上がって

きておる。例えば一番上の下水道使用料ですと、実際にはたしか６億円ぐらいは入ってい

るんですが、それが税抜き表示になっていますので、とにかく損益計算書につきましては

３条予算をまとめたもの。貸借対照表につきましては４条予算を資産の部と負債、資本と

分けたそういう形になっております。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 ごとう委員。 

○ごとう 学委員 簡単に言うと81ページに載っているこの３つの負担金、補助金、出資

金というのは、損益計算書のほうと貸借対照表のほうに分かれて載ってきているというこ

となんですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） そのとおりでございます。繰入金としては４億9,000万ある

んですけど、この使い道は３条と４条に使っていますので、そこで整理されて分かれてき

ておると、そういうことでございます。 
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 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 大変失礼しました。444の損益計算書に関わってくるのは、

１の営業収益の中の（２）の他会計負担金と３番の営業外収益の１番と２番の他会計負担

金、他会計補助金、それで４条については１ページ前の442ページの収入の部分で第２項と

第３項の出資金と負担金となります。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 ちょっとよく分からなかったんですけど、決算書453ページの事業収入

に関する事項で下の欄ですけども、ここに他会計補助金、１、２、３、４、５、６と、こ

この実績報告書の今言われた81ページの他会計補助金、ここの数字だけは一致するんです

けども、それでいいんですか。81ページ。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 分かりました。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 決算書の453ページの４の事業収益ですね。ここの部分と決

算書の４億9,000万が足されて合ってくるということですかね。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ちょっとまとめて質疑してください。 

（こちらは税抜き表示になっていますのでの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） あまりやり取りはしないでください。 

 三浦委員。 

○三浦桂司委員 これが決算書の453ページの今、言った事業収入に関する事項、下の段の

１、２、３、４、５、６番目、他会計補助金と今のこっちの実績報告書の81ページの５目

の下水道事業会計繰出金の他会計補助金の数字、ここだけ数字が一致するんですけどもと

聞いたんですけども。ほかのところは税込みだどうのこうの言われたんですけど、ちょっ

とよく分からないんですけども。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 大変申し訳ありません。今、三浦委員が言われたのは81ペ

ージの他会計負担金のところの１億4,400万のお金と、その下なんですか。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） 先ほども申しましたように、この全体の繰入金の負担金で
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すね。負担金については３条と４条に振り分けてありますので、今、三浦委員が言われた453

の事業収益に関する事項については３条ですので、今のとおり一致してということが正解

になります。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 決算書の450ページの中で総括事項の中の豊明市下水道事業経営戦

略というので、これは令和３年３月に策定とあるんですけども、これの内容で計画的な投

資というのはどういったものかということと、この経営戦略の中での目標はどういった目

標があるのかということをお願いします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 答弁願います。 

 近藤課長。 

○下水道課長（近藤 潔君） ちょっと決算とは関係がなくて、実際この経営戦略につい

ては策定したんですけど、３年度からのものになりますので、今回の決算とは関係ありま

せんので、ちょっとお答えすることができません。 

 終わります。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて認定議案第10号の質疑を終わります。 

 浅井課長。 

○健康長寿課長（浅井俊一君） すみません。先ほど介護保険特別会計のところの来年第

８期に基金を取り崩す額として４億5,000万とちょっとお答えをしてしまいましたが、３

億8,000万の間違いでございました。訂正させていただきます。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 以上で各認定議案の質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論は一括して行っていただきますが、本会議でも当然討論

ができ、重複することにもなりますので、できれば簡潔にお願いしますが、各会派で取り

まとめも必要と思いますので、暫時休憩といたします。 

午後５時９分休憩 

 

午後５時２０分再開 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 討論のある方は挙手願います。 
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 青木委員。 

○青木 亮委員 会派清和を代表いたしまして、認定議案第１号 令和２年度豊明市一般

会計歳入歳出決算認定についてから、以下、認定議案第10号 令和２年度豊明市下水道会

計決算認定について賛成といたします。詳しくは本会議場で賛成の討論をさせていただき

ます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 堀内委員。 

○堀内ちほ委員 認定議案第１号、令和２年度豊明市一般会計及び認定議案第２号から第

９号、10号、特別会計歳入歳出決算認定について、会派真明を代表して賛成の立場で討論

いたします。 

 財政総括事業内容についての評価は本会議で詳しく討論いたします。ただ、１点だけ、

令和２年度はコロナ感染拡大のため、２月末から小中学校が臨時休校となり、夏休みが短

縮されて様々なところに影響がありました。 

 ウイルス感染拡大という初めての経験に令和２年５月26日にコロナウイルス関連につい

ての要望書を公明党さんとともに市長まで具体的に提案をいたしました。国からの支援ま

でに困窮している家庭や経済的ダメージを負った中小零細企業、飲食店などへの支援は議

論を重ねて交付するという時間的余裕はなく、待ったなしという声を聞きました。ほとん

どの事業において提案を受け入れてくださり、ありがとうございました。 

 自粛要請に協力してくださった市民の皆様の協力もあって、一時的に感染拡大が防げた

面もあります。市民の安心・安全、市民福祉の向上こそが行政、議会の仕事です。残念な

がら今は感染拡大が広がっている現状です。大変なのは十分理解しています。予算を勘案

しつつ、市民が普通の暮らしに戻るまでコロナ対策に取り組んでくださるようにお願いし

て、賛成討論といたします。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 近藤千鶴委員。 

○近藤千鶴委員 認定議案第１号、一般会計から第２号から９号までの特別会計、第10号、

下水道事業会計について賛成いたします。詳しくは本会議で行わせていただきます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 認定議案第１号から第10号までの決算認定について賛成といたします。
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詳細は本会議にて討論させていただきます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 中村委員。 

○中村めぐみ委員 認定議案第１号、令和２年度豊明市一般会計、認定議案第２号の国民

健康保険特別会計、認定議案第８号の豊明市後期高齢者医療特別会計には反対、認定議案

３号から７号、９号、また認定議案第10号の下水道事業会計には賛成の立場で討論いたし

ます。討論の内容はまた会派の中で意見を調整して本会議で詳しく申し述べます。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございますか。 

 ふじえ委員。 

○ふじえ真理子委員 認定議案第１号と認定議案第２号は反対、そのほかの３号から10号

までは賛成です。私も本会議で詳しく述べたいんですが、１点だけ、今回前年度の決算委

員会でも多くの議員から指摘のあった資料の点で大分簡略化されたところ、やはり今回も

やってみて事前というのか、かえって職員さんにお手間を取らせたり、問合せというのか、

その資料のという点でちょっと残念に思いました。 

 あとコロナ禍の１年ということですごい御苦労というのか、評価できるところもありま

す。詳しくは本会議で述べたいと思います。 

 以上です。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 

 郷右近委員。 

○郷右近 修委員 認定議案の中で一般会計の決算、それから国保、そして介護と後期高

齢の各決算認定議案に反対をして、その他の決算会計の議案には賛成をいたします。 

 昨年度１年間でコロナウイルスの影響を丸ごと受けた中で20回もの補正予算を執行しな

がら対応をされたということや、また具体的に国、県の制度以外にも市独自に飲食店への

支援であるとか、子どもと子どものいる家庭への支援策というのを打ったことは大変よか

ったと思います。 

 一方で、従来から課題があると考えておった税の徴収の一方的な差押えであるとか、あ

とは市の従来の事業の、もしくは施設の運営の民営化の路線であるとか、課題は残った部

分も相当数あると考えて反対と考えるものです。詳しくは本会議での討論で述べたいと思

います。 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ほかにございませんか。 
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（進行の声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） これにて討論を終結し、採決に入ります。 

 採決については認定議案の番号順に行います。 

 初めに、認定議案第１号について採決を行います。 

 認定議案第１号は認定すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、認定議案第１号は、

賛成多数により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第２号について採決を行います。 

 認定議案第２号は認定すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、認定議案第２号は、

賛成多数により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第３号について採決を行います。 

 認定議案第３号は認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、認定議案第３号は、

全会一致により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第４号について採決を行います。 

 認定議案第４号は認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、認定議案第４号は、

全会一致により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第５号について採決を行います。 

 認定議案第５号は認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、認定議案第５号は、

全会一致により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第６号について採決を行います。 

 認定議案第６号は認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、認定議案第６号は、
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全会一致により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第７号について採決を行います。 

 認定議案第７号は認定すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、認定議案第７号は、

賛成多数により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第８号について採決を行います。 

 認定議案第８号は認定すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 賛成多数であります。よって、認定議案第８号は、

賛成多数により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第９号について採決を行います。 

 認定議案第９号は認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、認定議案第９号は、

全会一致により認定すべきものと決しました。 

 続いて、認定議案第10号について採決を行います。 

 認定議案第10号は認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） 御異議なしと認めます。よって、認定議案第10号は、

全会一致により認定すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました認定議案の審査は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書については私に一任願えますか。 

（異議なしの声あり） 

○決算特別委員長（毛受明宏議員） ありがとうございます。委員会報告書については、

例に従い提出させていただきます。 

 ２日間にわたり、長時間御苦労さまでした。これにて決算特別委員会を閉会いたします。 

午後５時３０分閉会 

 

 

 


